
日
本
中
世
の
手
形

一
新
見
荘
の
割
符
に
つ
い
て
一

佐
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泰

弘

日本申世の手形（佐藤）

【
要
約
】
　
一
五
世
紀
の
日
本
で
は
割
符
と
呼
ば
れ
る
手
形
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
本
稿
は
、
備
中
国
新
見
荘
か
ら
京
都
の
東
寺
に
送
ら
れ
た
割
符
を
詳
細

に
検
討
し
、
割
符
に
関
す
る
理
解
を
更
新
し
た
。
ま
ず
割
符
の
様
式
に
つ
い
て
。
割
符
は
小
さ
い
紙
に
書
か
れ
、
金
額
や
日
付
の
部
分
に
印
も
し
く
は
判

が
あ
る
。
こ
れ
と
同
様
の
印
・
判
は
返
抄
と
呼
ば
れ
る
＝
世
紀
の
受
領
証
に
も
見
え
る
。
こ
れ
ら
の
印
・
判
は
文
書
の
真
正
さ
を
示
す
も
の
で
あ
り
、

割
符
の
印
・
判
を
割
印
・
符
丁
で
あ
る
と
解
釈
す
る
通
説
は
成
り
立
た
な
い
。
つ
ぎ
に
割
符
の
機
能
に
つ
い
て
。
割
符
は
銭
を
元
の
所
持
者
か
ら
第
三
者

に
移
転
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
。
割
符
は
畿
内
の
問
屋
も
し
く
は
商
人
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
、
商
人
が
地
方
で
商
品
を
買
い
付
け
る
資
金
を
入
手
す
る

た
め
に
用
い
ら
れ
た
。
商
人
は
割
符
と
引
き
替
え
に
、
荘
園
か
ら
京
都
に
送
ら
れ
る
年
貢
銭
を
入
手
し
た
。
一
方
、
商
人
か
ら
割
符
を
入
手
し
た
荘
園
の

管
理
者
は
、
割
符
を
京
都
の
領
主
に
送
り
、
領
主
は
指
定
さ
れ
た
問
屋
で
割
符
を
換
金
し
た
。
銭
の
所
有
者
を
位
置
付
け
る
こ
と
に
よ
り
、
割
符
の
取
引

に
関
与
し
た
人
々
の
立
場
と
役
割
を
従
来
よ
り
も
簡
明
に
説
明
し
た
。
つ
ぎ
に
割
符
と
商
品
輸
送
の
関
係
に
つ
い
て
。
従
来
の
研
究
に
よ
る
と
、
あ
る
割

符
の
換
金
に
充
当
さ
れ
る
資
金
は
、
商
人
が
そ
の
割
符
と
引
き
替
え
に
得
た
銭
で
購
入
し
て
京
都
に
運
送
し
た
商
品
の
売
却
代
金
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

れ
と
は
別
に
、
商
品
の
輸
送
と
売
却
に
関
係
な
く
、
問
屋
が
管
理
す
る
商
人
の
資
産
が
割
符
の
換
金
に
充
当
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
が
問
屋
と
の
取

引
が
安
定
し
た
規
模
の
大
き
い
商
人
が
採
用
し
た
割
符
の
運
用
方
法
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
九
六
巻
五
号
　
二
〇
一
三
年
九
月

は
　
じ
　
め
　
に

割
符
（
さ
い
ふ
）
は
、
一
四
・
一
五
世
紀
の
日
本
で
用
い
ら
れ
た
一
種
の
手
形
で
あ
る
。
地
方
の
荘
園
か
ら
京
都
の
領
主
に
年
貢
銭
を
送
付
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す
る
に
際
し
、
現
物
の
銭
貨
（
懸
銭
）
を
送
る
代
わ
り
に
割
符
を
送
付
し
、
畿
内
で
割
符
を
換
金
し
て
見
銭
を
取
得
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い

た
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
割
符
に
関
す
る
研
究
は
～
九
九
〇
年
代
か
ら
急
速
に
進
展
し
た
。
そ
の
蟷
矢
と
な
っ
た
の
が
桜
井
英
治
氏
の
研
究
で
あ
る
。
桜
井
氏
は
、
一

枚
一
〇
貫
文
と
い
う
定
額
の
割
符
が
存
在
す
る
こ
と
、
紙
幣
の
よ
う
に
流
通
す
る
割
符
が
あ
る
こ
と
、
割
符
に
割
印
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と

な
ど
興
味
深
い
論
点
を
提
示
し
た
。
つ
い
で
宇
佐
見
隆
之
氏
は
、
「
か
わ
し
文
雷
」
割
符
と
「
預
か
り
文
言
」
割
符
と
い
う
割
符
の
様
式
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

違
い
に
注
目
し
、
現
代
の
小
切
手
や
約
束
手
形
と
の
対
比
か
ら
、
桜
井
氏
を
批
判
的
に
継
承
し
て
研
究
を
深
め
た
。

　
二
〇
〇
六
年
に
は
耕
田
芳
雄
・
早
島
大
祐
・
伊
藤
啓
介
ら
三
尊
の
研
究
が
立
て
続
け
に
発
表
さ
れ
た
。
辰
田
氏
は
割
符
の
裏
付
に
注
目
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

地
方
か
ら
運
ば
れ
た
商
品
の
売
却
代
金
が
割
符
の
換
金
に
宛
て
ら
れ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
早
島
氏
は
、
割
符
に
加
え
ら
れ
た
割
印
や
符
丁
に
注

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

目
し
、
地
方
か
ら
中
央
へ
輸
送
さ
れ
る
見
銭
と
割
符
と
の
対
応
関
係
と
い
う
観
点
か
ら
論
を
展
開
し
た
。
伊
藤
氏
は
辰
田
氏
と
同
じ
く
、
地
方

か
ら
中
央
へ
送
ら
れ
る
商
品
に
注
目
し
、
割
印
・
符
丁
を
活
用
し
て
割
符
と
船
荷
と
が
対
応
す
る
こ
と
を
論
じ
た
。
さ
ら
に
商
品
を
売
却
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

代
価
を
支
払
い
に
充
て
る
割
符
と
、
中
央
に
担
保
さ
れ
た
銭
を
支
払
い
に
充
て
る
割
符
の
存
在
を
示
し
た
。
そ
の
後
、
井
上
正
夫
氏
が
割
印
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

符
丁
を
用
い
た
割
符
の
運
用
の
革
新
性
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
割
符
の
研
究
は
大
き
く
進
展
し
た
。
し
か
し
精
緻
な
論
が
展
開
す
る
ほ
ど
に
、
割
符
に
即
し
た
基
礎
的
研
究
が
必
要
で
あ
る
よ

う
に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
諸
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
、
割
符
の
基
礎
的
な
事
実
を
確
認
し
て
み
た
い
。

　
割
符
の
正
文
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
備
中
国
新
見
荘
か
ら
領
家
の
東
寺
に
送
ら
れ
た
割
符
の
案
文
が
六
通
あ
り
、
割
符
の
遣
り
取
り
に
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

す
る
史
料
も
多
数
残
さ
れ
て
い
る
。
従
来
の
研
究
は
新
見
荘
の
割
符
を
主
な
検
討
対
象
と
し
て
き
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
も
新
見
荘
の
割
符
を
取

り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

　
新
見
荘
は
備
中
国
の
山
間
部
、
現
在
の
岡
山
県
新
見
市
に
相
当
す
る
荘
園
で
あ
る
。
代
表
的
な
中
世
荘
園
の
一
つ
と
し
て
荘
園
史
研
究
に
お

　
　
　
　
　
　
　
⑧

け
る
蓄
積
は
分
厚
い
。
新
見
荘
は
後
白
河
院
が
建
立
し
た
最
勝
光
院
の
所
領
の
一
つ
で
あ
り
、
地
頭
方
・
領
家
方
に
下
地
中
分
さ
れ
て
い
た
。
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日本中世の手形（佐藤）

最
勝
光
院
が
衰
微
し
た
の
ち
、
後
醍
醐
天
皇
の
時
に
東
寺
に
最
勝
光
煮
方
の
供
僧
が
設
け
ら
れ
、
最
勝
光
院
領
も
東
寺
へ
寄
進
さ
れ
た
。
室
町

期
に
東
寺
が
領
有
し
て
い
た
の
は
領
家
方
で
あ
り
、
武
家
代
宮
が
置
か
れ
た
。
し
か
し
荘
家
か
ら
の
強
い
働
き
か
け
も
あ
っ
て
、
寛
正
年
間
に

武
家
代
官
を
止
め
、
寺
僧
を
代
署
と
す
る
直
書
代
宮
と
な
る
。
寛
正
三
年
（
～
四
六
二
）
八
月
五
日
に
祐
清
が
直
濡
代
官
と
し
て
入
部
し
所
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

を
行
っ
た
。
し
か
し
血
清
は
翌
年
八
月
二
五
日
に
殺
害
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
後
、
三
智
と
呼
ば
れ
る
現
地
の
荘
官
（
公
文
・
田
所
・
惣
追
捕

使
）
は
新
た
な
代
官
の
派
遣
を
求
め
な
が
ら
、
年
貢
の
収
納
と
特
進
に
努
め
た
。
祐
清
や
三
職
が
寺
家
と
遣
り
取
り
し
た
各
種
の
文
書
が
残
さ

れ
、
最
勝
光
山
方
の
会
議
録
で
あ
る
評
定
引
付
に
も
記
事
が
散
見
す
る
。
六
通
の
割
符
案
に
つ
い
て
検
討
す
る
前
に
、
黒
黒
に
よ
る
割
符
の
運

用
を
検
討
し
て
お
き
た
い
。

①
桜
井
「
割
符
に
関
す
る
考
察
」
（
㎎
日
本
中
世
の
経
済
構
造
㎞
岩
波
書
店
、
一
九

　
九
六
年
、
発
表
は
～
九
九
五
年
）
。
な
お
古
典
的
な
研
究
と
し
て
は
、
三
浦
周
行

　
門
為
替
手
形
の
起
源
」
（
㎎
法
制
史
の
研
究
』
岩
波
轡
店
、
一
九
一
九
年
）
、
豊
田

　
武
門
為
替
取
引
の
発
生
」
（
『
豊
田
武
著
作
集
』
第
二
巻
中
世
日
本
の
商
業
、
吉
規

　
弘
文
館
、
一
九
八
二
年
。
発
表
一
九
三
七
年
）
。
中
田
蕪
「
徳
川
時
代
の
為
替
手

　
形
文
言
に
つ
い
て
」
（
『
法
制
史
論
集
』
第
三
巻
上
、
岩
波
書
店
、
一
九
四
三
年
。

　
発
表
一
九
三
九
年
）
が
あ
る
。

②
宇
佐
見
「
割
符
考
」
（
『
日
本
中
世
の
流
通
と
商
業
㎞
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九

　
年
）
。

③
門
田
「
年
貢
送
進
手
段
と
し
て
の
割
符
に
つ
い
て
」
（
㎎
室
町
・
戦
国
期
備
中
国

　
新
見
荘
の
研
究
』
日
本
史
史
料
研
究
会
、
二
〇
　
工
年
。
発
表
は
二
〇
〇
六
年
）
。

④
早
島
門
割
符
と
遠
隔
地
交
通
」
（
『
首
都
の
経
済
と
竈
町
幕
府
』
吉
川
弘
文
館
、

　
二
〇
〇
山
ハ
年
）
。

⑥
伊
藤
「
割
符
の
し
く
み
と
為
替
・
流
通
・
金
融
」
（
『
史
林
』
八
九
土
二
、
二
〇

　
〇
六
年
）
。

⑥
井
上
「
割
符
の
し
く
み
と
そ
の
革
新
性
」
（
『
史
学
雑
誌
』
　
二
〇
－
八
、
二
〇

　
一
一
年
）
。

⑦
新
見
荘
に
関
す
る
史
料
は
、
瀬
戸
内
海
総
合
研
究
会
編
『
備
中
国
新
見
庄
史

　
料
㎞
（
圃
書
刊
行
会
、
～
九
五
二
年
）
お
よ
び
岡
山
県
史
編
纂
委
員
本
編
『
岡
山

　
県
史
（
二
〇
）
家
わ
け
史
料
㎞
（
岡
山
県
、
一
九
八
六
年
）
に
収
載
さ
れ
て
い
る
。

　
本
稿
で
は
両
書
か
ら
引
贋
し
た
出
典
表
記
と
し
て
、
『
備
中
国
新
見
庄
史
料
聴
は

　
史
料
、
㎎
岡
山
県
史
㎞
は
県
史
と
略
記
し
、
史
料
番
号
ま
た
は
頁
数
を
記
す
。

⑧
杉
山
博
『
庄
園
解
体
過
程
の
研
究
瞳
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
九
年
）
、
辰

　
田
芳
雄
『
中
世
東
寺
領
荘
園
の
支
配
と
在
地
臨
（
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）
、
辰

　
田
芳
雄
『
室
町
・
戦
国
期
備
中
国
望
見
荘
の
研
究
㎞
前
掲
な
ど
。

⑨
　
田
田
芳
雄
「
直
務
代
官
祐
清
の
所
務
の
内
実
」
（
『
室
町
・
戦
国
期
備
中
国
新
見

　
荘
の
研
究
』
前
掲
。
発
表
は
二
〇
〇
三
年
）
。
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祐
清
の
割
符

4　（618）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
直
務
代
官
の
祐
清
は
、
【
表
1
】
に
示
し
た
よ
う
に
五
圓
に
亘
っ
て
年
貢
を
進
上
し
て
い
る
。
特
産
晶
の
漆
・
紙
・
蝋
の
ほ
か
樹
齢
を
送
る

こ
と
も
あ
っ
た
が
、
割
符
に
よ
る
年
貢
銭
の
進
上
は
一
〇
枚
つ
ま
り
一
〇
〇
貫
文
に
お
よ
ぶ
。
こ
の
う
ち
寛
正
三
年
（
一
四
六
二
）
＝
月
か

ら
～
二
月
に
か
け
て
送
付
さ
れ
た
七
枚
に
つ
い
て
は
史
料
上
の
記
事
が
豊
か
で
あ
り
、
割
符
の
特
徴
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
概

略
を
説
明
し
つ
つ
必
要
な
史
料
を
提
示
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
祐
清
は
～
一
月
～
日
、
　
人
の
申
間
に
割
符
四
枚
を
持
た
せ
て
東
寺
に
送
っ
た
。
こ
の
時
は
備
前
・
播
磨
で
「
徳
政
蜂
起
」
と
い
う
情
況
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

あ
っ
た
が
、
割
符
は
＝
月
一
六
日
に
東
寺
に
届
い
た
。
東
寺
で
は
道
忠
に
割
符
を
持
た
せ
て
、
広
瀬
で
「
割
符
付
」
つ
ま
り
裏
付
を
行
っ
た
。

そ
の
後
、
広
瀬
と
尼
崎
で
二
枚
つ
つ
、
割
符
と
引
き
替
え
に
見
銭
を
受
け
取
っ
て
い
る
。
こ
の
「
割
符
取
」
の
た
め
広
瀬
に
は
道
忠
が
遣
わ
さ

れ
た
。
尼
崎
の
使
者
は
了
蔵
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
銭
の
使
途
を
記
し
た
支
配
状
が
、
広
瀬
分
は
～
一
月
二
〇
日
に
、
尼
崎
分
は
二
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

に
作
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
換
金
の
経
費
が
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
a
　
六
十
文
、
道
忠
、
広
瀬
エ
割
符
付
候
時
根
物

　
　
　
　
　
　
　
（
道
忠
V
船
賃
以
下
、

　
　
　
百
五
十
文
、
同
、
割
符
取
之
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
門
指
三
人
狼
物

　
　
　
百
文
、
銭
ノ
駄
賃
　
　
五
十
文
、
鵯
森
蔵
口
就
銭
事
也

　
b
　
五
百
文
、
ア
マ
カ
崎
割
符
取
入
足
　
　
廿
文
、
了
蔵
酒
直

　
割
符
は
無
事
に
換
金
さ
れ
た
が
、
東
寺
は
京
都
で
の
支
払
を
求
め
て
い
た
た
め
、
広
瀬
や
尼
崎
で
見
銭
を
受
け
取
る
の
は
不
満
で
あ
っ
た
。

揚
銭
を
運
送
す
る
手
間
と
費
用
に
止
ま
ら
ず
、
路
次
の
安
全
も
心
配
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
東
寺
は
一
一
月
二
八
日
の
書
下
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

て
、
割
符
に
は
煩
い
が
あ
る
と
祐
清
に
伝
え
て
い
る
。
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【表1】祐清による割符の進上

発送日 京着日 所要日数 送付品目 典　拠

1 寛正3年11月lB 11月16日 15日 割符4枚 史料219・県史1138頁

E 11月14日 11月25日 11日 調符1・漆大桶1桶 史料220・県史1139頁

斑 ユ2月13日 12月25日 12日 割符2・紙9束 史料225・県史1139頁

Iv 寛正4年2月22日 3月2日 10B 割符2・紙7・漆小山1 史料228・県史l140頁

V 6月21日 閏6月1日 10日 割符1・見目5貫・蝋1斤 史料234・県史1143頁

　
　
c
　
先
立
御
年
貢
割
符
、
あ
ま
か
崎
・
山
崎
な
と
二
去
て
、
種
々
塁
砦
候
。
さ
候
問
、
公
平
多
入
て
候
。
於
向
後
者
、
如

　
　
　
此
煩
な
る
割
符
を
給
候
て
、
非
分
の
入
足
を
は
国
よ
り
可
有
無
沙
汰
候
之
由
、
可
申
旨
候
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
こ
の
間
、
祐
清
は
＝
月
一
四
日
に
も
割
符
を
進
上
し
て
お
り
、
東
寺
は
二
八
日
の
書
下
で
そ
の
請
取
を
送
っ

　
　
⑦

て
い
る
。
こ
の
割
符
は
京
都
で
支
払
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
d
　
御
年
貢
銭
拾
貫
文
割
符
運
上
、
御
目
甫
嶺
也
。
侃
請
取
、
別
番
進
之
候
。

　
祐
清
は
一
二
月
；
一
日
の
注
進
状
で
、
新
た
に
二
〇
貫
文
分
の
割
符
を
送
っ
た
。
＝
月
一
日
に
送
っ
た
割
符

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

に
つ
い
て
弁
明
し
、
今
回
の
割
符
に
つ
い
て
は
問
題
な
い
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
渡
）

　
　
e
　
先
度
割
符
、
山
疇
ひ
ろ
せ
大
も
ん
し
屋
に
て
、
う
ら
付
を
仕
候
て
、
京
都
に
て
料
足
可
度
由
申
候
ほ
と
こ
、
取
進
候

　
　
　
処
、
あ
ま
か
綺
な
と
ま
て
煩
敷
説
け
る
。
曲
事
候
。
以
後
ハ
心
得
申
候
。
此
割
符
ハ
山
騎
ひ
ろ
せ
に
て
、
う
ら
付
仕

　
　
　
湿
て
、
京
に
て
料
足
強
度
候
。
万
一
ひ
ろ
せ
に
て
銭
度
候
ハ
ん
と
申
候
ハ
・
、
割
符
屋
よ
り
京
ま
て
、
た
ち
ん
に
て

　
　
　
付
候
へ
と
、
堅
可
被
仰
候
。
為
其
、
割
符
ぬ
し
の
ぞ
へ
状
の
ほ
せ
申
候
。
た
ち
ん
の
事
ハ
、
国
の
割
符
ぬ
し
、
ひ
ろ

　
　
　
せ
の
さ
い
ふ
屋
へ
可
立
よ
し
申
候
。

　
こ
の
＝
一
月
＝
二
日
に
送
っ
た
割
符
は
二
五
日
に
薄
着
し
た
が
、
最
勝
光
男
方
評
定
引
付
の
二
七
日
条
に
は
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
よ
う
に
見
え
て
い
る
。

　
f
　
自
新
見
庄
、
人
夫
一
人
、
昨
夕
参
着
候
。
侃
弐
拾
貫
文
、
以
割
符
運
送
之
。
又
料
紙
九
東
、
同
町
上
之
。
三
三
割
符
、

　
　
　
来
年
正
□
十
□
裏
付
也
。
早
足
嘉
事
、
衆
儀
之
通
、
載
一
紙
、
渡
公
文
之
了
。

　
以
上
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、
従
来
の
研
究
が
指
摘
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
が
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
第
一
に
、
支
配
状
に
は
広
瀬
で
の
「
割
符
付
」
と
「
割
符
取
」
、
尼
崎
で
の
「
割
符
取
」
の
経
費
が
計
上
さ
れ

て
い
る
（
史
料
a
b
）
。
尼
崎
分
に
割
符
付
が
見
え
な
い
の
は
、
山
崎
広
瀬
の
大
文
字
屋
で
そ
れ
も
含
め
た
四
通
の
5　（619）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

割
符
に
裏
付
を
行
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
裏
付
の
後
に
支
払
が
行
わ
れ
る
こ
と
、
支
払
は
裏
付
と
同
じ
場

所
で
行
わ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
な
お
こ
の
経
費
は
「
割
符
付
」
「
割
符
取
」
の
た
め
東
寺
が
使
者
を
派
遣
し
た
経
費
で
あ
り
、

裏
付
・
支
払
に
お
い
て
大
文
字
屋
側
へ
の
手
数
料
は
発
生
し
て
い
な
い
。
広
瀬
で
は
「
船
賃
以
下
、
割
符
取
候
時
、
門
指
三
人
根
物
」
と
「
銭

ノ
駄
賃
」
が
別
個
に
計
上
さ
れ
て
い
る
が
、
尼
崎
で
は
「
ア
マ
カ
崎
割
符
取
入
足
」
に
一
括
さ
れ
て
い
る
。
遠
方
の
た
め
、
尼
崎
の
経
費
は
広

瀬
の
倍
額
で
あ
っ
た
。

　
第
二
に
、
国
の
「
割
符
魅
し
と
広
瀬
の
「
捌
符
屋
」
が
見
え
る
（
史
料
e
）
。
割
符
主
は
備
中
で
満
面
に
割
符
を
渡
し
た
人
物
で
あ
り
、
翻
門

屋
で
あ
る
山
崎
広
瀬
の
大
文
字
屋
は
割
符
に
裏
付
を
し
て
支
払
を
手
配
し
て
い
る
。
割
符
主
が
書
状
で
割
符
屋
に
自
ら
の
意
向
を
伝
え
て
い
る

よ
う
に
、
割
符
の
取
り
扱
い
は
両
者
の
問
で
取
り
決
め
ら
れ
て
い
る
。
一
一
月
一
日
と
　
二
月
＝
二
日
の
割
符
は
と
も
に
広
瀬
大
文
字
屋
が
関

与
し
た
割
符
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
＝
月
一
四
日
の
二
通
も
同
じ
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

　
第
三
に
、
＝
月
一
日
の
割
符
（
史
料
e
「
先
度
割
符
」
）
は
、
祐
清
と
割
符
主
と
の
間
で
は
山
崎
広
瀬
の
大
文
字
屋
で
「
う
ら
付
け
」
を
し

　
　
　
　
　
　
　
　
（
渡
）

て
京
都
で
「
料
足
可
度
」
と
の
約
束
が
で
き
て
い
た
も
の
の
、
実
際
に
は
「
あ
ま
か
崎
・
山
崎
」
で
換
金
さ
れ
た
。
割
符
主
は
正
確
な
換
金

場
所
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
割
符
主
が
京
都
で
の
支
払
を
「
申
候
ほ
と
に
」
祐
清
が
割
符
を
取
り
進
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
換
金
場
所

は
口
頭
で
伝
え
ら
れ
た
だ
け
で
あ
り
、
割
符
の
文
面
に
は
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
第
四
に
、
一
二
月
＝
二
日
の
割
符
（
史
料
e
「
此
割
符
」
）
に
つ
い
て
、
割
符
主
は
京
都
で
の
支
払
を
指
示
す
る
再
三
を
送
る
一
方
で
、
広
瀬

で
支
払
わ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
も
想
定
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
京
都
で
の
支
払
は
大
文
字
屋
へ
の
依
頼
に
す
ぎ
ず
、
支
払
場
所
は
大
文

字
屋
が
決
め
た
こ
と
が
分
か
る
。
割
符
主
は
裏
付
や
支
払
に
立
ち
会
う
必
要
も
な
く
、
支
払
は
大
文
字
屋
の
主
導
性
が
強
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
渡
）

　
第
五
に
、
割
符
の
支
払
手
続
を
大
文
字
屋
が
主
導
し
た
と
し
て
も
、
割
符
主
が
「
零
度
料
足
」
と
雷
っ
て
い
る
よ
う
に
（
史
料
e
）
、
支
払
に

は
割
符
主
の
資
産
が
当
て
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
割
符
主
の
意
向
に
よ
っ
て
発
生
す
る
駄
賃
も
大
文
字
屋
が
負
担
し
た
と
は
考
え
が
た
い
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
大
文
字
屋
は
、
備
中
に
い
る
割
符
・
王
に
代
わ
っ
て
、
割
符
の
支
払
や
駄
賃
の
支
弁
に
当
て
る
た
め
に
割
符
主
の
資
産
を
管

6　（620）
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豪
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
割
符
主
は
商
品
を
買
い
付
け
る
た
め
備
中
に
下
向
し
た
商
人
で
あ
ろ
う
。
割
符
主
が
上
京
す
る
こ
と
を
考

え
て
い
な
い
の
は
、
買
い
付
け
を
終
え
て
い
な
い
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
割
符
主
と
大
文
字
屋
の
旦
ハ
体
的
な
関
係
は
、
割
符
主
が
大
文
字
屋
に
資
産
を
預
託
し
て
い
る
こ
と
、
割
符
主
が
備
中
で
購
入
し
た
商
品
を
大

文
字
屋
が
荷
受
し
て
売
却
す
る
こ
と
な
ど
、
継
続
的
な
取
引
関
係
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
取
引
関
係
を
前
提
と
し
て
大
文
字
屋
の
管
理

す
る
割
符
主
の
資
産
が
割
符
の
支
払
に
当
て
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
支
払
場
所
が
尼
崎
・
広
瀬
・
京
都
な
ど
一
様
で
な
い
こ
と
か
ら
は
、

大
文
字
屋
が
複
数
の
割
符
主
つ
ま
り
商
人
と
取
引
し
て
い
た
こ
と
、
彼
ら
の
売
上
を
融
通
し
て
割
符
の
支
払
に
当
て
て
い
た
こ
と
が
推
定
で
き

⑪る
。
割
符
主
が
割
符
の
支
払
場
所
を
知
ら
な
い
こ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
大
文
字
屋
の
取
引
関
係
を
前
提
に
す
れ
ば
理
解
し
や
す
い
。

　
第
六
に
、
割
符
に
は
裏
付
の
期
日
が
記
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
＝
一
月
一
三
日
の
割
符
が
到
着
し
た
時
の
引
付
に
は
「
来
年
正
□
十

口
裏
付
也
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
史
料
f
）
。
文
字
の
欠
損
は
「
来
年
正
月
十
日
裏
付
也
」
と
補
う
こ
と
が
で
き
る
。
京
着
し
た
ば
か
り
な
の
で
、

裏
付
期
日
が
書
か
れ
て
い
た
の
は
割
符
か
割
符
主
の
副
状
の
ど
ち
ら
か
が
想
定
で
き
る
が
、
副
状
が
常
に
送
ら
れ
る
と
は
限
ら
ず
、
割
符
に
記

さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
に
祐
清
が
送
っ
た
割
符
に
つ
い
て
興
味
深
い
特
徴
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
現
存
す
る
割
符
案
に
は
大
文
字
屋
の
割

符
も
一
一
通
含
ま
れ
て
い
る
。
章
を
改
め
割
符
案
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

　
①
表
で
は
注
進
状
の
日
付
を
割
符
の
発
送
日
と
見
な
し
た
。
京
着
の
日
付
は
注
進
　
　
行
を
加
え
た
。

　
状
の
端
裏
書
や
評
定
引
付
に
よ
る
が
、
明
確
な
記
載
が
な
い
場
合
は
引
付
に
記
事

　
が
見
え
る
臼
を
便
宜
的
に
京
正
日
と
し
た
。

②
〔
寛
正
三
年
〕
＝
月
一
日
祐
清
注
進
状
（
史
官
二
九
・
県
史
＝
四
署
。

③
「
最
勝
光
撃
方
評
定
引
付
」
寛
正
三
年
号
月
　
七
日
条
（
県
史
八
三
二
、
一

　
一
三
八
頁
）
。

④
寛
正
三
年
二
月
二
〇
日
達
見
荘
年
貢
銭
支
配
状
（
県
史
一
〇
四
ε
、
寛
正

　
三
年
　
一
月
二
九
日
新
見
三
年
寺
銭
支
配
状
（
県
史
一
〇
四
三
）
。
な
お
a
は
改

⑤
〔
寛
正
三
年
〕
二
月
二
八
日
東
寺
公
文
所
書
下
案
（
史
登
＝
三
・
県
史
一

　
一
四
六
）
。
史
料
。
で
は
文
字
の
抹
消
・
修
正
を
略
し
た
。

⑥
〔
寛
正
三
年
〕
＝
月
～
四
日
祐
清
注
進
状
（
史
三
三
〇
・
県
史
＝
〇
七
）
。

⑦
〔
寛
正
三
年
〕
＝
月
二
八
日
東
寺
公
文
所
書
下
案
（
史
料
一
＝
一
二
・
県
史
一

　
一
四
六
）
。

⑧
〔
寛
正
三
年
〕
一
二
月
；
百
祐
清
注
進
状
（
史
料
二
二
五
・
県
史
九
〇
六
）
。

⑨
「
最
勝
光
院
方
評
定
引
付
」
寛
正
三
年
＝
月
二
七
日
条
（
県
史
八
二
三
、
一
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＝
二
九
頁
）
。

⑩
中
田
讐
徳
川
時
代
の
為
替
手
形
文
言
に
つ
い
て
扁
前
掲
ほ
か
。

⑪
大
文
字
鷹
が
他
の
割
符
屡
や
商
人
と
取
引
し
て
お
り
、
そ
れ
を
割
符
の
支
払
に

当
て
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
桜
井
「
割
符
に
関
す
る
考
察
」
前
掲
（
二
五

六
頁
）
は
債
権
の
回
収
と
し
て
論
じ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
場
合
も
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
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二
　
割
符
の
様
式

1
　
穴
通
の
割
符
案

　
新
見
荘
か
ら
東
寺
に
送
ら
れ
た
割
符
の
う
ち
、
応
仁
二
年
目
一
四
六
八
）
正
月
一
〇
日
に
届
い
た
割
符
一
通
、
三
月
＝
日
の
四
通
、
七
月

八
日
の
一
通
は
、
東
寺
で
作
ら
れ
た
案
文
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
六
通
の
割
符
は
【
表
2
】
に
示
す
よ
う
に
、
文
正
二
年
（
一
四
六
七
）
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

月
か
ら
応
仁
二
年
（
一
四
六
八
）
三
月
ま
で
に
発
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら
を
割
符
A
～
F
と
表
記
す
る
。
割
符
の
発
行
順

序
と
新
見
荘
か
ら
の
発
送
さ
れ
た
順
序
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。
そ
こ
で
文
正
・
応
仁
初
年
の
年
貢
進
上
に
つ
い
て
【
表
3
】
に
概
略
を
示

し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
割
符
の
案
文
に
は
印
判
な
ど
に
関
す
る
特
徴
的
な
注
記
が
あ
る
。
従
来
の
研
究
は
、
そ
の
注
記
か
ら
捌
印
や
符
丁
の
存
在
を
読
み
取
り
、
割

符
の
運
用
に
つ
い
て
議
論
を
展
開
し
て
き
た
。
し
か
し
案
文
か
ら
正
文
の
様
式
を
復
元
す
る
作
業
は
、
必
ず
し
も
十
全
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
。

そ
こ
で
本
章
で
は
、
割
印
や
符
丁
と
い
う
解
釈
を
離
れ
て
、
案
文
に
付
さ
れ
た
注
記
か
ら
正
文
の
様
式
を
復
元
的
に
検
討
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
六
通
の
割
符
が
東
寺
に
届
け
ら
れ
た
の
は
A
、
B
C
D
E
、
F
の
三
回
に
分
か
れ
て
お
り
、
案
文
は
各
回
ご
と
に
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
六
通
の
様
式
は
、
A
E
、
B
C
、
D
F
と
二
通
つ
つ
三
様
式
に
分
か
れ
る
。
B
C
は
同
じ
様
式
で
同
時
に
作
ら
れ
た
案
文
で
あ
る
が
、
A

E
と
D
F
は
同
様
式
な
が
ら
案
文
の
作
成
無
期
が
異
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
正
文
に
お
け
る
印
判
な
ど
の
様
態
を
含
め
て
様
式
を
案
文
か
ら

推
定
す
る
場
合
、
案
文
の
作
成
者
に
よ
る
情
報
の
取
捨
選
択
や
正
確
さ
が
同
じ
と
は
限
ら
な
い
こ
と
に
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
以
下
、

D
F
、
A
E
、
B
C
の
順
で
検
討
す
る
。
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【表2】割符案一覧

割符の日付 発送の日付（所要月数） 京着（所要日数） 総月数

　　い年10月3日　二郎四郎割符解　鰹　”雫雫　，　一一一　一　一一■　一一噛　7　P早一齢一一　一　一一　一　一一一一　醇　謄常「　P一一　一　一醒一　一曽■

ｶ正2年2月7日　大文字屋助年割符

応仁元年12月18日（2．5）曽櫓　P　P　一醒一　一　一冒■　一週需停P一一一一　一　一　一冒・　”　悸　卿

梵m2年2月ユ2日（ユ2） @3月1ユ日（28） @ユ3
C 文正2年2月7日　大文字下馴年割符 応仁2年2月12日（12） 3月ll日（28） 王3

D 応仁元年12月28日　常俊割符 応仁2年2月12日（1。5） 3月11日（28） 2．5

E ね年正月20日　二郎四郎割符 応仁2年2月12日（1） 3月1旧（28） L5
胃　”一一　一　一一■　一　一　一■　回　曽鵬　輔　，　，雫一一一　一　一　一一　一曽噛　暫　鰹　悸早F　一一一　一　一一■　曽曹¶　” 「　，　一　一一一　■一曽髄　簡　P「　一一　一一一■　一　一　一冒輔　脚　P　一一

F 応仁2年3月16日　常俊割符 （未詳）　　　（一） 7月8日（一〉 3．5

＊文正2年3月5日に応仁に改元。Aのい年は応仁元年，　Eのね年は応仁2年。

【表3】新見荘からの割符運上

年　月　日

（M66）

寛正7年2月3日
文正元年3月2日

　　　　12月3日

12月29日

（1467）

文正2年2月7日
応仁元年3月6日

　　　　　　28日

　　　　4月1日

　　　　　　6日

　　　　6月2日

　　　　　　22目

　　　　10月3日

　　　　12月18日

目　　　　　28日
（1468）

応仁2年正月10日

　　　　　　11目

　　　　　　12日

　　　　　　18日

　20日
　20日
2月12日

3月11日

　　13日

　　16H

7月8日

デ
塾毒 項 〔典拠〕

若莱夫丸到来。料足300疋・bl　3束5帖　〔引付　県史827｝

夫丸参着。割符1・蝋11斤　〔引付　県史827｝

漿符2・tWIO束・漆大桶1　〔引付　県史827｝

　　割符取に際して支払人が逐電する

割符5・公事需5束・中折番3束　〔引付　県史827〕

番は盗難。割符4っは京都の支払人が逐電し，1つは翌年正月6目に換金

割符BC　大文宇屋
2月26日注進状で割符を進上

割符7つの注進状を披露　麟付

〔弓【イ寸12日条

　琴裂史828〕

　　　〔引付

県史828〕

割符7つの裏付が終わり請取を発行　　　　県史828〕

実相寺・宝：厳院が割符（3月28B到来分か）について訴訟　〔引付　県史828〕

代官乗観房祐成が上洛（5月29酵U着）し，去年年貢20貫余を運上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔弓1イ寸　　り早」史828〕

山崎割符を取りに門指5人を遣わす（6月2日の20貫か）　〔引｛寸　県史828〕

割符A　二郎四則

初穂分に割符1つ（割符A）を進上　〔三白注進状新見318県史916〕

割符D　常俊

罰符1つ鋼来　〔所要日数21日〕　〔引付　県史829）

劇符の換金に道楽を堺に遣わす（路銭300文を下行）　〔引付県史829〕

割符の案文を作り正文を道仲に渡す　〔害粥AT引付11日条　県史829〕

道仲が堺割符の換金について報告　〔引付県史829〕

　　淀の者に「カワシ」て20日に六角室町で銭を受け取る手配をする

割符の換金が成功したことを伝える　〔増祐轡下新見323県懸117｝

二目E　二郎四二

割符換金の成功をうけ割符4つ（謝符BCDE）を進上　〔三一注進状新見324
県史42ア〕

割符4つ到来（広瀬2・堺2）〔所要二二28日〕　〔引付　県史829〕

大文宇歴と裏付の交渉　〔引付県史829〕

割符F　常俊

堺割符1つ（割符Fか）到来　〔引付　県史829〕

＊寛正7年2月28日に文正に改元，文iE　2年3月5日に応仁に改元。
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　　図1　応仁2年3月16日常俊割符

＊京都大学総合博物館所蔵教王護国寺文書

　
割
符
D
F
は
次
の
よ
う
な
文
書
で
あ
る
。
割
符
F
を

示
し
た
。

D

【
図
1
】
に

か
わ
し
申
料
足
の
事

敷
は
ん
合
拾
貫
文
者

右
之
料
足
ハ
、
ゆ
ハ
と
の
・
物
に
て
候
を
、
か
ハ
し
申
候
。
な
に

と
き
も
此
さ
い
ふ
着
て
三
ヶ
日
画
一
て
こ
た
ゑ
候
へ
く
候
。
回
状

如
件
。
　
応
仁
元
年
亥
十
二
月
廿
八
日
　
常
俊
判

　
　
　
い
ん
は
ん
あ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ

さ
か
ゑ
二
て
ハ
き
た
の
し
や
う
の
ひ
っ
ち
う
や
と
こ
五
郎
と
の
へ

と
御
た
つ
ね
あ
る
へ
く
候
。

　
F
　
か
わ
し
申
候
料
足
の
事

　
　
　
　
（
圓
合
拾
貫
文
者

　
　
　
右
側
料
足
ハ
、
平
田
九
郎
さ
衛
門
か
物
に
て
候
を
、
か
ハ
し
申
候
。
な
に
と
き
も
此
さ
い
着
候
て
三
ヶ
日
過
候
て
こ
た
ゑ
申
候
へ
く
候
。
伍
状
如
件
。

　
　
　
　
　
応
仁
弐
年
子
三
月
十
六
日
　
常
俊
判

　
　
　
　
　
　
に
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
ヵ
）

　
　
　
さ
か
い
□
き
た
の
し
や
う
の
ひ
っ
ち
う
や
の
ひ
ご
三
郎
殿
と
御
た
つ
ね
候
へ
く
候
。

　
こ
の
二
通
は
と
も
に
常
俊
が
発
行
し
た
も
の
で
、
様
式
も
文
面
も
類
似
し
て
い
る
。
D
は
「
い
ん
は
ん
あ
り
」
と
の
注
記
が
金
額
の
上
と
日

付
の
次
行
に
記
さ
れ
て
い
る
。
正
文
に
お
い
て
は
、
金
額
と
文
末
と
の
二
箇
所
に
捺
印
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
F
は
金
額
の
上
部
に
印

影
が
写
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
部
分
に
捺
印
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
D
が
「
い
ん
は
ん
あ
り
」
と
注
記
し
、
F
が
印
影
を
模
写
し
て
い
る

よ
う
に
、
案
文
の
書
き
方
は
異
な
る
。
し
か
し
二
通
の
割
符
が
同
一
人
物
の
手
に
な
る
こ
と
か
ら
、
D
の
印
判
と
F
の
印
影
は
同
じ
印
で
あ
る
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こ
と
、
F
の
文
末
に
も
D
と
同
じ
く
捺
印
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
推
定
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
な
お
宋
尾
の
一
文
は
割
符
付
の
情
報
と
し
て
付
加
さ

れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
割
符
A
E
は
次
の
よ
う
な
文
書
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
端
裏
書
）

　
A
　
「
さ
か
い
に
て
御
た
つ
ね
あ
る
へ
き
と
こ
ろ
ハ
き
た
の
し
や
う
ひ
ん
中
や
の
ひ
こ
せ
つ
と
御
た
つ
ね
あ
る
へ
く
候
」

　
　
　
　
（
端
轡
）

　
　
　
　
「
新
見
ヨ
リ
ノ
割
符
ノ
案
　
応
仁
二
　
正
　
十
二
扁

　
　
　
か
わ
し
申
候
料
足
の
事

　
　
　
　
印
判
ア
リ

　
　
　
　
○
合
拾
貫
文

　
　
　
右
料
足
ハ
、
さ
か
へ
二
郎
四
郎
か
わ
し
申
候
。
御
う
た
か
い
な
く
や
か
て
御
こ
た
へ
あ
る
へ
く
候
。

　
　
　
　
い
十
月
三
臼
　
　
口
臼
判

　
　
　
ひ
ご
五
郎
殿

　
　
E
　
か
わ
し
申
候
料
足
の
事

　
　
　
　
合
拾
貫
文
者

　
　
　
右
料
足
ハ
、
さ
か
へ
ニ
郎
四
郎
か
わ
し
申
候
。
や
か
て
御
こ
た
へ
候
て
可
給
候
。

　
　
　
　
　
ね
正
月
廿
日
　
ー
ー
判

　
　
　
ひ
ご
五
郎
殿
へ
可
申
候
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
や
）

　
　
　
さ
か
い
ひ
つ
中
臼
ひ
ご
五
郎
と
の
へ
　
ひ
つ
中
i
i
！

　
割
符
A
E
は
年
号
で
は
な
く
干
支
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
、
割
符
E
は
「
ゐ
」
年
と
読
ま
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
文
字
は
欠
損

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

に
よ
り
判
読
し
づ
ら
い
が
、
残
画
は
「
ね
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
E
は
応
仁
二
年
「
ね
」
年
（
一
四
六
八
）
の
も
の
で
あ
る
。
春
里
か
ら
名
前
を

読
み
取
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
年
を
干
支
で
表
記
し
て
い
る
こ
と
、
文
面
が
共
通
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
一
人
物
が
発
行
し
た
割
符
と
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考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
干
支
の
訂
正
に
よ
っ
て
、
A
は
応
仁
元
年
一
〇
月
、
E
は
応
仁
二
年
正
月
と
な
り
、
発
行
時
期
も
近
接
す
る
。
A
は

「
合
拾
貫
文
」
の
上
部
に
圏
点
を
付
し
て
「
印
判
ア
リ
」
と
注
記
し
て
お
り
、
正
文
で
は
額
面
部
分
に
捺
印
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
E

は
印
判
に
関
す
る
注
記
が
な
い
が
、
案
文
の
作
成
者
が
異
な
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
E
の
正
文
は
A
と
同
じ
く
額
面
部
分
に
捺
印
さ
れ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
な
お
割
符
E
の
宛
所
は
不
自
然
で
あ
り
、
宛
所
に
「
へ
可
申
候
」
と
書
き
足
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
末
尾
の
一
行

は
早
島
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
切
封
上
書
が
写
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
割
符
B
C
は
次
の
よ
う
な
文
書
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ヨ
判

　
　
B
　
（
裏
書
）
「
来
卯
月
十
日
上
可
申
候
。
　
オ
詳
判
」

　
　
　
あ
っ
か
り
申
料
足
の
事

　
　
　
　
合
拾
貫
文
者

　
　
　
右
の
御
用
と
う
ハ
、
ひ
ろ
せ
大
も
ん
し
や
あ
っ
か
り
申
候
。
此
さ
い
ふ
来
三
月
中
に
付
候
て
、
京
に
て
五
ヶ
臼
す
き
上
可
申
候
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ろ
せ
　
弥
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
文
正
二
年
二
月
七
日
　
　
助
年
判

　
　
　
　
　
文
字
年
号
判
ア
リ

　
　
C
　
（
裏
書
）
「
来
卯
月
十
五
日
上
可
申
候
。
　
判
水
内
」

　
　
　
あ
っ
か
り
申
料
足
の
事

　
　
　
　
合
拾
貫
文
者

　
　
　
右
の
御
嗣
と
う
ハ
、
ひ
ろ
せ
大
も
ん
し
や
あ
っ
か
り
申
候
。
此
さ
い
ふ
来
四
月
中
す
き
御
付
候
て
、
京
に
て
五
ヶ
日
す
き
上
可
申
候
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ろ
せ
　
弥
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
文
正
二
年
二
月
七
臼
　
　
助
年
判

　
　
　
　
　
文
字
年
号
判
ア
リ

　
助
年
が
同
日
に
発
行
し
た
も
の
で
、
文
面
も
裏
付
期
日
を
除
き
同
じ
で
あ
る
。
奥
に
は
「
文
字
年
号
判
ア
リ
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
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⑤

を
早
島
氏
は
「
文
字
・
年
号
・
判
ア
リ
」
つ
ま
り
「
文
字
・
年
号
・
花
押
が
書
か
れ
て
い
る
」
と
読
ん
だ
。
し
か
し
こ
の
注
記
は
「
文
字
・
年

号
、
判
ア
リ
」
つ
ま
り
「
文
字
・
年
号
に
は
判
が
あ
る
」
と
読
む
の
が
自
然
で
あ
る
。
こ
れ
は
正
文
に
お
い
て
金
額
（
○
○
貫
文
）
と
年
号
の

部
分
に
「
判
」
が
据
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
短
い
文
字
列
の
解
釈
を
決
め
る
の
に
は
困
難
が
と
も
な
う
が
、
B
C
の
額
面
に
判

が
あ
る
な
ら
ば
D
F
・
A
E
の
印
と
対
照
的
に
な
る
こ
と
は
、
こ
の
解
釈
の
妥
当
性
を
支
持
す
る
。
ま
た
両
者
の
対
照
性
が
承
認
さ
れ
れ
ば
、

D
F
の
文
末
に
捺
さ
れ
た
印
は
、
B
C
の
よ
う
に
、
日
付
へ
の
捺
印
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
裏
書
は
従
来
の
研
究
が
指
摘
す

る
よ
う
に
、
大
文
字
屋
に
よ
る
裏
付
で
あ
る
。

　
以
上
、
捌
凝
望
の
注
記
か
ら
、
正
文
に
は
額
面
や
日
付
に
印
判
も
し
く
は
判
が
加
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

印
判
と
判
と
は
排
他
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
割
符
に
は
額
面
や
年
月
日
に
捺
印
す
る
か
、
加
判
す
る
か
と
い
う
二
つ
の
作
法
が
あ
っ
た
こ
と

に
な
る
。
た
だ
し
案
文
の
注
記
か
ら
正
文
の
実
像
を
思
い
描
く
こ
と
は
難
し
い
。
そ
こ
で
、
同
じ
よ
う
な
捺
印
や
判
の
あ
る
平
安
時
代
の
文
書

を
参
照
し
た
い
。
そ
れ
は
「
文
字
年
号
判
ア
リ
」
な
ど
注
記
の
解
釈
を
裏
付
け
る
と
思
う
。
節
を
改
め
て
検
討
す
る
。

2
　
返
抄
と
割
符

次
に
示
す
史
料
9
・
h
は
、
長
保
二
年
（
～
○
○
○
）
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

一
月
二
七
日
と
長
保
二
年
一
二
月
二
日
の
東
大
寺
燈
油
納
所
返
抄
で
あ
る
。

日本中世の手形（佐藤）

9

東
大
寺
燈
軸
納
所
返
抄
　
高
市
郡
南
郷
　
　
（
裏
）
「
高
市
南
貞
包
上
」

　
　
　
　
『
封
臨
「
伍
合
」

　
検
納
油
参
升
、
上
人
僧
満
慶

右
燈
油
当
年
料
、
八
多
常
茂
所
進
、
検
納
如
件
。
故
返
抄
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
封
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
廿
七

　
　
　
　
　
　
長
保
試
年
廿
八
日
十
一
月

上
座
威
儀
師
『
英
鳳
幅
　
　
　
　
納
所
預
堂
達
「
禅
因
」

13 （627）



　
h
　
東
大
寺
燈
油
納
所
返
抄
　
高
市
郡
南
郷
　
　
（
裏
）
「
石
安
上
　
重
松
方

　
　
　
　
検
納
燈
油
陸
升
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
市
南
貞
包
上
」

　
　
　
右
当
年
料
、
玉
手
安
吉
名
所
進
、
検
納
如
件
。
故
返
抄
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
保
弐
年
十
二
月
二
日

　
　
　
上
座
威
儀
師
　
　
　
　
　
　
　
預
堂
達
「
禅
因
」
　
○
「
燈
し
印
＝
穎
あ
り

　
史
料
9
は
写
真
を
【
図
2
】
に
示
し
た
。
こ
れ
は
大
和
国
高
市
郡
の
僧
常
置
が
納
め
た
燈
油
三
升
五
合
を
検
納
し
た
も
の
で
、
上
座
威
儀
師

英
鳳
と
納
所
預
堂
達
無
因
が
署
判
を
加
え
て
い
る
。
モ
ノ
ク
ロ
の
図
版
で
は
分
か
り
づ
ら
い
が
、
英
鳳
の
草
名
は
朱
書
で
あ
り
、
「
参
升
「
野

合
ピ
と
「
長
保
試
年
十
一
月
」
に
重
ね
て
書
か
れ
た
「
封
」
の
文
字
も
朱
書
で
あ
る
。
禅
因
が
作
っ
た
返
抄
に
、
英
鳳
が
自
身
の
草
名
と

「
封
」
字
を
加
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
史
料
h
は
史
料
9
と
同
じ
燈
油
納
所
の
返
抄
で
あ
る
が
、
禅
因
の
み
が
署
撰
し
て
い
る
。
英
鳳
の
署
判
は
な
く
、
朱
印
が
文
字
の
書
か
れ
た

部
分
を
覆
う
よ
う
に
捺
さ
れ
て
い
る
（
三
列
二
進
）
。
こ
の
印
は
印
文
が
「
燈
」
一
文
字
で
あ
り
、
寺
家
の
印
で
は
な
く
燈
油
納
所
の
印
で
あ

　
　
　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
全
面
に
捺
印
し
て
い
る
こ
と
は
令
制
の
文
書
が
全
面
に
捺
印
し
た
こ
と
を
継
承
し
て
い
る
。

　
こ
の
二
通
も
含
め
長
保
年
間
の
燈
油
納
所
返
抄
が
一
二
通
が
残
さ
れ
て
お
り
、
収
納
額
・
日
付
の
二
箇
所
に
「
封
」
と
朱
書
さ
れ
た
も
の
と

全
面
に
捺
印
さ
れ
た
も
の
と
に
二
分
さ
れ
る
。
燈
油
納
所
は
英
鳳
の
も
と
で
禅
因
が
収
納
を
担
当
し
た
が
、
返
抄
に
は
二
つ
の
様
式
が
使
わ
れ

　
　
⑨

て
い
た
。

　
こ
の
二
つ
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
封
物
の
返
抄
に
つ
い
て
定
め
た
斉
衡
三
年
（
八
五
六
）
六
月
五
日
と
貞
観
～
○
年
（
八
六
八
）
六
月
二
八
B

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

の
太
政
官
符
が
参
考
に
な
る
。
諸
国
が
貴
族
・
寺
院
な
ど
封
家
に
納
め
る
封
物
は
規
定
額
が
小
分
け
に
し
て
進
上
さ
れ
、
封
家
は
収
納
の
都
度

に
捺
印
し
た
返
抄
を
発
給
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
封
家
で
は
、
収
納
の
時
に
仮
の
受
領
証
を
発
行
し
、
完
納
し
た
後
に
正
式
な
受

領
証
を
発
行
し
て
お
り
、
二
重
の
受
領
証
に
よ
っ
て
種
々
の
混
乱
が
生
じ
た
。
そ
の
た
め
斉
衡
三
年
（
八
五
六
）
に
太
政
官
は
、
仮
の
受
領
証
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に
捺
印
す
る
こ
と
で
正
式
な
文
書
と
し
、
受
領
証
を
二
重
に
発
行
す
る
こ
と
を
止
め
る
よ
う
に
命
じ
た
。
し
か
し
封
家
の
印
に
関
す
る
規
定
が

な
か
っ
た
た
め
、
捺
印
は
徹
底
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
貞
観
一
〇
年
（
八
六
八
）
に
朝
廷
は
諸
家
印
の
規
格
を
定
め
、
印
の
使
用
を
励
行
し
た
。

　
斉
衡
三
年
の
官
符
で
は
、
仮
の
受
領
証
が
「
白
紙
日
収
」
「
裏
布
借
収
」
、
正
式
の
受
領
証
が
「
捺
印
日
収
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
日
収
と
い

う
の
は
、
納
め
た
日
ご
と
の
領
収
書
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
「
白
紙
日
収
」
と
は
無
印
の
日
収
、
「
丹
封
借
収
」
は
史
料
9
の
よ
う
に
「
封
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

朱
書
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
丹
封
」
は
封
家
の
収
納
担
当
者
が
無
印
を
暉
っ
て
加
え
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
「
借
収
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
仮
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
「
捺
印
日
収
」
は
印
を
捺
し
た
日
収
で
あ
り
、
こ
れ
が
正
式
の
受
領
証
と
な
っ
た
。
ま
た
貞
観
一
〇
年

の
官
符
に
は
「
印
之
客
用
、
実
在
盲
信
。
公
私
歯
黒
、
息
出
嫌
疑
」
と
あ
り
、
捺
印
の
目
的
は
正
式
な
文
書
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
た
め
で
あ

っ
た
。
日
収
が
真
正
な
返
抄
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
捺
印
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
燈
油
納
所
返
抄
に
み
え
る
二
つ
の
様
式
は
、
斉
衡
三
年
官
符
に
み
え
る
「
丹
封
」
と
「
捺
印
」
に
相
当
す
る
。
斉
衡
の
官
符
は
「
白
紙
日

収
」
も
「
丹
封
借
収
」
も
排
除
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
燈
油
納
所
で
は
「
丹
封
」
が
「
捺
印
」
と
と
も
に
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
丹

封
は
、
斉
衡
・
貞
観
の
官
符
に
よ
る
と
仮
の
も
の
で
し
か
な
い
が
、
燈
油
納
所
で
は
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言
え
な
い
。
史
料
9
h
か
ら
は
、
英

図2　長保2年11月27日東大寺燈油納

　　　所返抄

　＊国立歴史民俗博物館水木文書

鳳
が
い
れ
ば
丹
封
を
加
え
、
英
鳳
が
不
在
の
時
に
朱
印

を
捺
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
と
も
に
禅
因
が
日
下

に
署
名
し
て
お
り
、
捺
印
は
禅
因
に
よ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
禅
因
が
印
を
管
理
し
て
お
り
、
英
鳳
が
不
在
の
場

合
、
聡
慧
に
よ
る
丹
封
の
代
わ
り
に
捺
印
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
両
者
の
身
分
を
考
え
る
と
丹
封
が
上
位
の
様

式
で
あ
り
、
捺
印
は
丹
封
を
代
替
す
る
下
位
の
様
式
で

あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
担
当
者
の
問
題
で
あ
っ
て
、
返
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抄
自
体
に
仮
か
正
規
か
と
い
う
違
い
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
返
抄
の
真
正
さ
と
い
う
点
に
お
い
て
丹
封
と
捺
印
は
同
格
で
あ
る
。

　
斉
衡
・
貞
観
の
官
符
が
想
定
す
る
捺
印
は
封
家
の
印
で
あ
り
、
東
大
寺
で
は
「
東
大
寺
印
」
「
造
東
大
印
」
が
そ
れ
に
当
た
る
。
燈
油
納
所

返
抄
の
丹
封
・
捺
印
は
九
世
紀
の
様
式
を
継
承
し
つ
つ
も
、
封
家
の
印
で
は
な
く
納
所
の
印
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
燈
油
納
所
の
返
抄
は
、
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

世
紀
の
返
抄
の
様
式
を
継
承
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
と
は
異
な
る
独
自
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
燈
油
納
所
返
抄
に
関
す
る
知
見
を
も
と
に
割
符
を
見
る
と
、
返
抄
の
丹
封
・
捺
印
と
割
符
の
判
・
印
判
と
が
照
応
す
る
こ
と

が
分
か
る
。
・

　
ま
ず
燈
油
納
所
返
抄
に
お
け
る
丹
封
は
割
符
に
お
け
る
判
に
対
応
し
て
い
る
。
返
抄
の
収
納
額
・
日
付
の
二
箇
所
に
加
え
ら
れ
た
「
封
」
の

朱
書
を
文
章
で
表
現
す
れ
ば
、
割
符
B
C
の
「
文
字
年
号
判
ア
リ
」
と
い
う
注
記
に
な
る
。
割
符
の
「
判
」
が
朱
書
か
墨
書
か
は
未
詳
で
あ
り
、

ど
の
よ
う
な
文
字
が
書
か
れ
た
の
か
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
返
抄
と
割
符
と
は
額
面
・
日
付
に
判
を
加
え
る
こ
と
に
お
い
て
様
式
的

に
相
同
で
あ
る
。
「
文
字
年
号
判
ア
リ
」
が
額
面
と
日
付
の
加
判
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
確
か
な
裏
付
け
を
得
た
こ
と
に
な
る
。

　
返
抄
と
の
対
照
は
割
符
の
割
印
説
に
も
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。
割
符
の
印
も
、
割
印
で
は
な
く
、
返
抄
の
よ
う
な
一
般
的
な
捺
印
で
は
な
か

ろ
う
か
。
割
印
説
の
論
拠
は
、
割
符
F
に
写
さ
れ
た
印
影
の
形
態
、
お
よ
び
そ
れ
を
『
教
王
護
国
寺
文
書
騙
が
「
割
印
篤
・
難
文
「
圓
」
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

注
記
し
た
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
印
影
の
写
し
は
割
印
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
こ
の
印
影
は
、
楕
円
形
の
下
部
が
「
合
」
と
重
な
っ
て

見
づ
ら
か
っ
た
た
め
、
上
部
だ
け
を
写
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
し
割
印
で
あ
れ
ば
料
紙
の
中
程
に
捺
す
の
は
不
自
然
で
あ
り
、
料
紙
の

端
に
捺
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
割
符
D
は
二
箇
所
に
印
判
が
あ
り
、
割
印
を
二
箇
所
に
捺
す
こ
と
も
考
え
づ
ら
い
。
合
文
の
文
字
数
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

朱
印
か
黒
印
か
も
未
詳
で
あ
る
が
、
割
符
の
印
は
通
常
の
捺
印
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
、
燈
油
納
所
返
抄
と
対
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
割
符
案
の
注
記
は
額
面
や
日
付
に
お
け
る
捺
印
や
加
判
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
捺
印
や
加
判
の
役
割
は
、
返
抄
の
場
合
と
同
様
に
、
そ
の
割
符
が
真
正
な
文
書
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
る
。

割
符
に
は
他
の
文
書
や
帳
簿
と
付
き
合
わ
せ
る
た
め
の
割
印
や
符
丁
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
符
丁
や
割
印
を
前
提
と
し
た
諸
説
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は
、
個
々
に
批
判
す
る
ま
で
も
な
く
、
成
立
し
な
い
。
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①
六
通
の
割
符
案
は
以
下
の
通
り
、
東
寺
否
合
文
書
お
よ
び
教
則
護
国
寺
文
書
で

　
あ
る
。
ま
た
B
C
は
一
紙
に
写
さ
れ
て
い
る
。

　
A
　
東
寺
百
合
文
書
せ
七
一

　
B
　
東
寺
百
合
文
書
サ
一
七
三
（
～
）
　
影
写
本
サ
ニ
六
九
－
七
二

　
C
　
東
寺
百
合
文
書
サ
一
七
三
（
二
）

　
D
　
東
寺
百
合
文
書
サ
一
七
三
（
三
）

　
E
　
東
寺
百
合
文
書
サ
一
七
三
（
四
）

　
F
　
教
王
護
国
寺
文
書
｝
七
八
巻
二
（
六
1
｝
七
九
〇
）

②
桜
井
「
割
符
に
関
す
る
考
察
」
前
掲
（
二
四
七
・
二
六
七
頁
）
、
早
島
門
割
符

　
と
遠
隔
地
交
通
」
前
掲
（
＝
一
・
一
＝
ハ
・
一
一
七
頁
）
。

③
桜
井
氏
は
割
符
B
C
が
応
仁
二
年
三
月
に
届
い
た
四
通
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
可

　
能
性
を
示
し
た
う
え
で
、
応
仁
元
年
三
月
に
届
い
た
七
通
の
う
ち
で
あ
る
と
考
え

　
て
い
る
（
桜
井
「
割
符
に
関
す
る
考
察
」
前
掲
、
二
六
八
頁
）
。
し
か
し
宇
佐
見

　
氏
も
論
じ
る
よ
う
に
、
案
文
の
残
さ
れ
方
か
ら
考
え
て
、
応
仁
二
年
三
月
の
四
通

　
に
含
ま
れ
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
（
一
佐
黒
門
割
田
考
」
前
掲
、
二
五
一

　
頁
）
。

④
京
都
大
学
文
学
部
古
文
書
室
架
蔵
の
写
真
帳
に
よ
り
確
認
し
た
。

⑤
早
島
「
割
符
と
遠
隔
地
交
通
」
前
掲
（
～
＝
ハ
頁
）
。
な
お
桜
井
「
翻
符
に
関

　
す
る
考
察
」
前
掲
（
二
六
七
頁
註
⑳
）
は
「
何
ら
か
の
メ
モ
」
と
理
解
し
て
い
る
。

⑥
史
料
9
は
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
水
木
文
書
（
『
平
安
遺
文
』
四
五
入
七
）
、

　
史
料
h
は
水
木
筈
夫
所
蔵
文
書
（
『
平
安
遺
文
㎞
四
五
八
八
）
。
と
も
に
カ
ラ
ー
図

　
版
が
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
編
・
発
行
『
収
集
家
一
〇
〇
年
の
軌
跡
　
水
木
コ

　
レ
ク
シ
ョ
ン
の
す
べ
て
㎞
（
一
九
九
八
年
目
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
同
書
に
よ
る

　
と
長
保
二
年
～
～
月
二
七
日
燈
油
納
所
返
抄
は
聖
母
囚
・
九
㎝
、
横
一
一
二
一
㎝

　
で
あ
る
。
な
お
9
h
と
も
に
合
点
を
略
し
た
。

⑦
門
燈
」
印
は
ほ
ぼ
一
寸
四
方
で
あ
る
。

⑧
平
安
時
代
後
期
の
太
政
官
符
で
は
首
部
の
一
癖
と
署
判
部
の
二
顯
に
限
ら
れ
た

　
も
の
も
知
ら
れ
て
お
り
、
窟
符
に
お
い
て
す
ら
全
面
に
捺
印
す
る
作
法
が
失
わ
れ

　
る
（
荻
野
三
七
彦
「
印
章
扁
『
大
百
科
事
二
二
平
凡
社
。
吉
川
真
司
「
外
印
請
印

　
考
」
『
律
令
窟
僚
制
の
研
究
臨
塙
書
房
、
一
九
九
八
年
、
発
表
は
　
九
九
五
年
）
。

　
返
抄
は
捺
印
し
な
く
な
る
。
東
大
寺
文
書
に
見
え
る
ご
一
世
紀
の
返
抄
は
、
例
え

　
ば
平
治
元
年
七
月
　
一
日
東
大
寺
仏
聖
米
返
抄
（
『
平
安
遺
文
』
三
〇
〇
二
）
の

　
よ
う
に
、
捺
印
も
丹
封
も
な
い
白
紙
で
あ
る
。
白
紙
に
つ
い
て
は
中
野
栄
夫

　
門
「
白
紙
」
に
つ
い
て
し
（
井
上
光
貞
博
士
還
暦
記
念
会
編
『
古
代
史
論
叢
蜘
中
巻
、

　
吉
期
弘
文
館
、
～
九
七
八
年
）
参
照
。

⑨
　
一
二
通
の
燈
油
納
所
返
抄
の
う
ち
残
り
一
〇
通
は
門
平
安
遺
文
㎞
三
九
六
・
三

　
九
七
・
三
九
八
・
三
九
九
・
四
五
八
六
・
圏
九
一
四
・
四
〇
〇
・
四
〇
一
・
四
五

　
九
七
・
四
〇
七
で
あ
る
。

⑩
斉
衡
三
年
六
月
五
日
太
政
官
符
（
『
類
聚
三
代
格
隔
＝
一
⊥
三
）
、
貞
観
一
〇

　
年
六
月
二
八
日
太
政
官
符
盆
類
聚
三
代
格
睡
一
七
－
七
二
）
。

⑪
返
抄
の
日
付
・
額
面
に
封
を
加
え
る
積
極
的
な
理
由
は
、
返
抄
の
作
成
過
程
か

　
ら
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
斉
衡
三
年
六
月
五
日
太
政
官
符
（
『
類
聚
三
代
格
㎞

　
～
二
⊥
～
二
）
に
よ
る
と
、
返
抄
に
は
少
な
く
と
も
一
名
の
家
司
が
署
判
し
て
捺

　
印
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
返
抄
を
収
納
の
現
場
で
作
成
し
、
そ
の
都

　
度
に
家
司
の
署
判
を
得
る
の
は
手
間
が
掛
か
っ
て
実
用
的
で
は
な
い
。
そ
こ
で
額

　
面
・
日
付
お
よ
び
宛
所
を
空
欄
に
し
た
返
抄
を
作
成
し
、
あ
ら
か
じ
め
家
司
の
署

　
判
を
得
て
お
き
、
収
納
の
場
で
収
納
担
当
者
が
額
面
・
日
付
や
宛
所
を
書
き
入
れ

　
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
特
に
重
要
な
額
面
・
B
付
に
つ
い
て
は
、
収
納
の

　
担
当
者
が
丹
封
を
囲
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
便
法
が
九
世
紀
に
は
行
わ

　
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
官
符
に
見
え
る
「
丹
封
借
収
」
の
実
態
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
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生
ま
れ
た
半
平
・
日
付
に
丹
封
を
加
え
る
作
法
が
、
様
式
と
な
っ
て
継
承
さ
れ
た

　
の
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
東
大
寺
返
抄
に
は
三
網
の
位
署
書
が
あ
り
、
実
際
に
署
判

　
が
加
え
ら
れ
た
も
の
が
あ
る
。
一
一
世
紀
の
返
抄
は
全
く
署
判
の
な
い
も
の
も
あ

　
っ
て
形
骸
化
し
て
い
る
が
、
本
来
は
、
三
綱
が
署
判
し
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
点
、

　
か
つ
て
朝
尾
直
弘
氏
よ
り
得
た
ご
教
示
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
。

⑫
返
抄
制
疫
に
つ
い
て
は
北
條
秀
樹
門
文
書
行
政
よ
り
見
た
る
国
司
受
領
化
」

　
（
欄
日
本
古
代
國
家
の
地
方
支
配
』
吉
川
弘
文
館
、
工
○
○
○
年
。
発
表
は
一
九

　
七
五
年
）
参
照
。

⑬
燈
油
納
所
返
抄
の
ほ
か
長
保
元
年
か
ら
四
年
に
東
大
寺
が
発
給
し
た
返
抄
が
四

　
五
通
知
ら
れ
て
い
る
。
白
米
・
利
稲
な
ど
大
和
国
が
納
め
る
済
物
に
対
す
る
返
抄

　
で
あ
る
。
差
出
所
は
束
大
寺
・
造
策
大
寺
・
白
米
納
所
・
納
米
所
な
ど
　
様
で
は

　
な
い
が
、
英
書
（
の
ち
大
威
儀
師
〉
の
も
と
で
大
饗
達
明
円
が
米
や
稲
の
収
納
を

　
担
当
し
て
い
る
（
佐
藤
泰
弘
「
東
大
寺
の
組
織
と
財
政
」
『
日
本
中
世
の
黎
明
撫

　
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
。
発
表
は
一
九
九
七
年
）
。
原
本
調
査
が

　
必
要
で
あ
る
が
、
一
部
例
外
を
除
き
、
収
納
額
・
日
付
の
二
箇
所
に
「
封
」
と
朱

　
書
さ
れ
た
も
の
と
匹
田
に
捺
印
さ
れ
た
も
の
と
に
分
か
れ
る
。
長
保
二
年
　
二
月

　
一
六
日
東
大
等
返
抄
（
内
閣
文
庫
所
蔵
『
平
安
陰
文
』
四
五
九
一
）
に
は
朱
書
・

　
捺
印
の
両
方
が
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
で
は
朱
書
と
捺
印
は
重
複
し
な

　
い
。
長
保
三
年
閏
一
二
月
一
九
日
東
大
寺
返
抄
（
水
木
筈
夫
所
蔵
文
書
噸
平
安
遺

　
文
蜘
四
五
九
三
）
は
、
英
鳳
が
墨
書
で
署
判
し
、
印
文
未
詳
の
印
を
捺
し
て
い
る

　
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
編
『
収
集
家
一
〇
〇
年
の
軌
跡
　
水
木
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

　
の
す
べ
て
』
前
掲
、
六
一
一
頁
）
。
ま
た
東
大
寺
返
抄
・
造
東
大
寺
返
抄
で
は
「
東

　
大
寺
印
偏
「
東
大
之
印
」
な
ど
寺
家
の
印
が
捺
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
。
英
鳳
以
外

　
の
三
綱
の
位
署
が
あ
る
場
合
は
寺
家
の
印
を
用
い
る
傾
向
に
あ
る
が
、
例
外
も
多

　
い
。
長
保
年
間
の
返
抄
に
つ
い
て
は
捺
印
の
規
則
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
課

　
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
な
お
白
米
の
収
納
は
白
米
納
所
返
抄
・
東
大
等
納
米

　
所
返
抄
・
東
大
寺
返
抄
が
あ
る
が
、
燈
油
の
返
抄
は
燈
油
納
所
に
限
ら
れ
て
い
る
。

　
門
燈
」
印
の
存
在
と
も
合
わ
せ
て
、
東
大
専
で
は
燈
油
の
収
納
組
織
の
自
立
性
が

　
高
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
は
油
倉
の
成
立
に
関
係
す
る
か
も
し
れ
な

　
い
。
な
お
印
の
機
能
に
つ
い
て
論
旨
の
曖
昧
な
点
は
高
橋
贔
明
氏
・
野
田
泰
三
氏

　
の
ご
教
示
に
よ
り
改
め
た
。

⑭
赤
絵
俊
秀
編
『
教
王
護
国
寺
文
書
㎞
第
六
巻
（
二
九
二
頁
）
。
桜
井
「
割
符
に

　
関
す
る
考
察
」
前
掲
（
二
四
七
頁
）
。

⑮
返
抄
と
割
符
の
捺
印
は
、
印
の
顯
数
が
異
な
っ
て
お
り
、
丹
封
・
加
判
の
よ
う

　
に
は
相
同
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
返
抄
の
捺
印
は
旧
来
の
作
法
に
従
っ
て
い
る

　
だ
け
で
あ
る
。
実
例
は
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
全
面
的
に
捺
印
す
る
作
法
が
失
わ

　
れ
れ
ば
、
丹
封
の
代
わ
り
に
そ
れ
と
同
じ
位
鷺
に
捺
印
す
る
こ
と
が
想
定
で
き
る
。

　
な
お
印
の
管
理
は
機
関
の
印
か
個
人
の
印
か
で
異
な
り
、
今
後
の
検
討
課
題
で
あ

　
る
。
ま
た
割
符
の
鶴
印
説
は
成
り
立
た
な
い
が
、
割
印
の
使
用
そ
れ
自
体
は
検
討

　
す
べ
き
課
題
で
あ
る
。
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三
割
符
の
機
能

霊
　
三
種
類
の
割
符

前
章
で
は
割
符
の
様
式
的
特
徴
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
つ
づ
い
て
本
章
で
は
、
割
符
A
～
F
の
内
容
を
三
つ
の
様
式
ご
と
に
検
討
す
る
。
そ
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の
際
、
割
符
に
よ
っ
て
誰
の
銭
が
支
払
わ
れ
る
の
か
に
留
意
し
た
い
。
手
形
を
決
済
す
る
と
き
に
重
要
な
の
は
誰
の
資
金
が
支
払
に
充
当
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

る
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
割
符
の
支
払
に
当
て
る
銭
を
所
持
す
る
人
物
を
銭
主
と
呼
ぶ
。

　
割
符
B
C
は
、
広
瀬
大
文
字
屋
の
助
年
が
某
の
銭
を
預
か
り
、
京
都
で
期
日
を
定
め
て
支
払
う
こ
と
を
約
束
し
た
文
書
で
あ
る
。
こ
の
銭
を

預
け
た
人
物
が
銭
主
で
あ
る
。
捌
符
の
文
面
は
、
積
年
と
塔
主
と
の
一
一
者
間
に
お
け
る
預
託
関
係
と
し
て
完
結
し
て
い
る
。
し
か
し
従
来
の
研

究
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
預
け
た
人
物
の
名
前
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
割
符
を
持
参
す
る
第
三
者
が
大
文
字
屋
の
預
か
る
銭
主
の
見
銭

を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
割
符
B
C
は
持
参
人
払
の
手
形
と
し
て
用
い
ら
れ
、
銭
主
の
資
産
を
第
三
者
に
移
転
す
る
機
能
を
果
た
す
の
で

あ
る
。

　
こ
の
割
符
B
C
に
見
え
る
大
文
字
屋
は
、
五
年
前
の
寛
正
三
年
（
一
四
六
二
）
に
祐
清
が
送
っ
た
捌
符
を
取
り
扱
っ
た
割
符
屋
で
あ
る
。
第

～
章
で
は
大
文
字
屋
が
割
符
の
支
払
に
お
い
て
主
導
的
な
立
場
に
立
っ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
れ
は
、
割
符
B
C
を
大
文
字
屋
が
発
行
し

て
い
る
こ
と
、
割
符
に
見
え
る
固
有
名
詞
が
大
文
字
屋
だ
け
で
あ
る
こ
と
に
合
致
す
る
。
た
だ
し
祐
清
の
送
っ
た
割
符
が
支
払
場
所
を
記
し
て

い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
、
割
符
B
C
は
京
都
で
の
支
払
を
明
記
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
新
見
荘
か
ら
東
寺
へ
送
金
す
る
た
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

京
都
で
の
支
払
を
求
め
る
東
寺
の
意
向
に
沿
っ
て
作
ら
れ
た
特
別
な
割
符
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
逆
に
警
え
ば
、
祐
清
の
送
っ
た
割
符
は
、

割
符
B
C
か
ら
支
払
地
の
指
定
を
削
除
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

　
ま
た
祐
清
の
割
符
に
裏
付
期
日
が
記
さ
れ
て
い
た
と
推
測
し
た
が
、
割
符
B
C
に
は
他
の
四
通
と
異
な
り
、
裏
付
期
日
の
指
定
が
あ
る
。
裏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

付
は
一
箇
月
後
・
二
箇
月
後
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
裏
付
の
期
日
が
厳
格
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
東
寺
領
若
狭
国
太
良
風
の
事
例
か
ら
分
か
る
。

太
良
荘
の
代
官
は
現
地
で
割
符
主
か
ら
割
符
を
買
っ
て
送
付
し
た
が
、
東
寺
は
換
金
を
急
い
で
期
日
前
に
裏
付
を
求
め
た
。
し
か
し
裏
付
が
拒

否
さ
れ
た
た
め
東
寺
は
割
符
を
太
良
荘
に
返
却
し
、
割
符
主
が
東
寺
と
支
払
期
限
を
交
渉
す
る
た
め
上
洛
し
て
い
る
。
な
お
割
符
に
裏
付
期
日

が
記
さ
れ
る
こ
と
は
、
割
符
屋
が
複
数
の
割
符
主
と
取
引
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
理
解
で
き
る
。
割
符
屋
は
割
符
を
発
行
す
る
際
、
一
度

に
多
額
の
支
払
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
回
避
す
る
た
め
、
裏
付
期
B
を
振
り
分
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
期
日
以
前
に
は
裏
付
は
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で
き
な
い
。
し
か
し
期
日
に
な
れ
ば
裏
付
を
経
て
預
け
た
銭
が
払
い
戻
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
論
理
的
に
は
銭
が
大
文
字
屋
に
担
保
さ
れ
て
い
る

　
　
　
　
④

こ
と
に
な
る
。

　
割
符
D
F
は
同
じ
様
式
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
割
符
D
に
即
し
て
、
具
体
的
な
人
名
を
用
い
て
説
明
す
る
。
こ
の
割
符
は
常
俊
が
ゆ
は

殿
の
銭
を
「
か
わ
し
」
、
割
符
の
提
示
に
よ
り
三
日
後
に
支
払
う
こ
と
を
約
束
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
解
釈
は
先
行
研
究
に
お
い
て
分
か
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

て
い
る
。
桜
井
氏
は
、
常
俊
が
ゆ
は
殿
に
割
符
を
発
行
し
、
ゆ
は
殿
が
割
符
を
新
見
荘
に
も
た
ら
し
た
と
理
解
し
て
い
る
。
伊
藤
氏
は
、
常
俊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

が
割
符
を
発
行
し
て
ゆ
は
殿
の
銭
を
薪
見
荘
に
「
か
わ
し
」
た
と
論
じ
る
。
桜
井
説
で
は
、
常
俊
が
ゆ
は
殿
か
ら
銭
を
受
け
取
っ
て
割
符
を
発

行
す
る
こ
と
に
な
り
、
常
俊
が
ゆ
は
殿
の
銭
を
預
か
る
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
の
た
め
「
か
わ
す
」
が
「
預
か
る
偏
と
同
じ
行
為
と
な
り
、

「
か
わ
す
」
の
特
徴
が
分
か
ら
な
い
。
ま
た
銭
を
預
け
た
ゆ
は
殿
の
名
前
が
記
さ
れ
る
こ
と
は
、
第
三
者
が
受
取
人
と
な
る
割
符
に
は
相
応
し

く
な
い
。
伊
藤
説
は
穏
当
に
見
え
る
が
、
ゆ
は
殿
が
常
俊
の
荷
を
畿
内
に
運
漕
し
、
そ
の
売
却
代
金
が
割
符
の
換
金
に
充
当
さ
れ
る
こ
と
を
想

定
し
て
い
る
。
ゆ
は
殿
を
運
漕
人
と
す
る
理
解
は
、
割
印
説
・
符
丁
説
に
依
拠
し
て
お
り
、
成
り
立
た
な
い
。

　
こ
の
割
符
D
は
、
割
符
を
提
示
し
た
人
物
に
ゆ
は
殿
の
銭
を
支
払
う
こ
と
を
常
俊
が
約
束
し
た
と
解
釈
す
る
の
が
最
も
自
然
で
あ
る
。
ゆ
は

殿
は
銭
主
で
あ
り
、
こ
の
割
符
は
、
匿
名
の
第
三
者
に
ゆ
は
殿
の
銭
を
取
得
す
る
権
利
を
付
与
し
た
文
書
で
あ
る
。
換
書
す
れ
ば
、
常
俊
が
銭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

主
の
銭
を
第
三
者
に
移
転
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
移
転
と
い
う
行
為
は
「
か
わ
す
」
の
語
感
に
相
応
し
い
。

　
ま
た
割
符
の
提
示
か
ら
三
日
後
に
支
払
う
こ
と
を
約
束
し
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
し
た
い
。
捌
符
は
い
つ
提
示
し
て
も
よ
く
、
提
示
か
ら
支

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

払
ま
で
の
期
問
も
短
い
。
こ
の
こ
と
は
、
支
払
に
当
て
る
ゆ
は
殿
の
銭
を
常
俊
が
確
保
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
常
俊
は
ゆ
は
殿
の

代
理
人
と
し
て
資
産
を
管
理
・
運
用
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
実
際
に
ゆ
は
殿
の
銭
を
保
管
し
て
い
る
の
は
、
劇
符
の
提

示
先
に
指
定
さ
れ
た
備
申
屋
で
あ
る
。

　
割
符
A
E
は
日
下
の
署
判
が
判
然
と
し
な
い
が
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
文
言
や
様
式
の
共
通
性
か
ら
、
同
一
人
物
が
発
行
し
た
と
考
え

る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
発
行
者
が
彦
五
郎
に
料
足
の
支
払
い
を
依
頼
す
る
書
状
で
あ
る
。
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こ
の
割
符
で
は
「
右
料
足
ハ
、
さ
か
へ
二
郎
四
郎
か
わ
し
申
候
」
の
解
釈
が
問
題
と
な
る
。
桜
井
氏
は
割
符
の
発
行
者
が
銭
を
「
二
郎
四
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

に
か
わ
し
た
」
と
解
釈
す
る
。
つ
ま
り
二
郎
四
郎
が
銭
を
受
け
取
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
伊
藤
忠
は
、
割
符
に
受
取
人
の
名
前
が
書
か
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

る
の
は
不
自
然
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
「
二
郎
四
郎
が
か
わ
し
た
」
と
す
る
。
た
だ
し
伊
藤
説
は
二
郎
四
郎
を
荷
物
の
運
漕
人
と
位
置
付
け

て
お
り
、
先
の
D
F
と
同
じ
解
釈
上
の
難
点
が
あ
る
。

　
こ
の
「
一
一
郎
四
郎
か
わ
し
申
候
」
と
い
う
一
節
は
、
伊
藤
氏
と
同
じ
く
、
「
二
郎
四
郎
が
か
わ
し
た
」
と
解
釈
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
二

郎
四
郎
が
彦
五
郎
に
預
け
て
あ
る
銭
の
取
得
権
を
第
三
者
つ
ま
り
割
符
の
持
参
人
に
付
与
し
た
と
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
宇
佐
見
氏
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

よ
っ
て
、
割
符
A
の
署
判
は
二
郎
四
郎
と
は
読
め
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
署
判
者
を
二
郎
四
郎
と
す
る
の
は
難
し
い
。
し
か
し
発
行
者
が

二
郎
四
郎
本
人
で
な
く
と
も
、
二
郎
四
郎
か
ら
銭
の
運
用
を
任
さ
れ
た
人
物
、
い
わ
ば
代
官
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
問
題
な
い
。
二
郎
四
郎
は
銭

主
で
あ
り
、
割
符
の
発
行
者
が
二
郎
四
郎
の
代
理
入
で
あ
る
。
そ
し
て
備
中
屋
の
彦
五
郎
が
二
郎
四
郎
の
資
産
を
保
管
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

捌
符
A
E
は
、
割
符
D
F
と
同
じ
よ
う
に
、
発
行
者
が
斎
主
の
銭
を
第
三
者
に
移
転
す
る
た
め
の
文
書
な
の
で
あ
る
。

　
ま
た
こ
の
割
符
は
「
や
か
て
御
こ
た
へ
あ
る
へ
く
候
偏
と
記
し
、
割
符
の
提
示
で
即
座
に
支
払
う
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
こ
れ
も
割
符
D
F

と
同
じ
く
、
換
金
に
宛
て
る
見
銭
が
担
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
以
上
、
割
符
の
文
面
に
即
し
て
解
釈
を
施
し
て
き
た
。
三
種
類
の
割
符
は
そ
れ
ぞ
れ
に
個
性
的
で
あ
る
が
、
二
つ
に
大
別
で
き
る
。
｝
つ
は

割
符
B
C
の
よ
う
に
、
割
符
の
発
行
者
が
銭
主
の
資
金
を
預
か
っ
て
発
行
す
る
も
の
で
、
「
預
か
り
型
」
割
符
で
あ
る
。
も
う
～
つ
は
割
符
A

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

D
E
F
の
よ
う
に
、
発
行
者
が
銭
主
の
資
金
を
第
三
者
に
移
転
す
る
も
の
で
、
「
か
わ
し
型
」
割
符
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
型
は
、
共
通
し
て

匿
名
の
人
物
が
一
人
だ
け
想
定
さ
れ
て
い
る
。
割
符
B
C
で
は
年
助
が
料
足
を
「
預
か
り
」
申
し
た
相
手
で
あ
り
、
割
符
A
E
・
割
符
D
F
で

は
常
俊
や
某
が
料
足
を
「
か
わ
し
」
申
し
た
相
手
で
あ
る
。
こ
の
匿
名
の
者
が
割
符
の
所
持
者
と
な
り
、
支
払
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
「
預
か

り
型
」
割
符
で
あ
る
割
符
B
C
で
は
、
忌
避
が
匿
名
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
者
間
の
文
書
が
第
三
者
に
も
開
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
、

「
か
わ
し
型
」
割
符
は
当
初
か
ら
三
者
間
の
関
係
を
想
定
し
、
第
三
者
を
匿
名
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
預
か
り
型
扁
と
「
か
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わ
し
型
」
は
、
二
者
間
の
文
書
か
三
者
間
の
文
書
か
と
い
う
点
が
異
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
一
名
が
匿
名
と
な
る
こ
と
で
資
金
を
移
転
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

る
手
形
と
し
て
機
能
す
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。
こ
の
匿
名
の
人
物
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
割
符
の
特
色
で
あ
る
。
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2
　
割
　
符
　
主

　
前
節
で
は
、
割
符
の
文
面
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
に
即
し
て
、
そ
の
範
囲
内
に
お
い
て
論
理
的
に
、
割
符
の
特
徴
を
検
討
し
た
。
本
節
で
は

「
割
符
主
」
に
注
目
し
て
検
討
を
進
め
た
い
。
桜
井
・
宇
佐
見
両
氏
は
割
符
主
が
振
出
人
を
指
す
場
合
と
支
払
人
を
指
す
場
合
と
が
あ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

を
論
じ
、
井
上
氏
は
支
払
人
に
近
い
理
解
を
示
し
て
い
る
。

　
新
見
荘
の
史
料
に
は
「
割
符
主
」
と
い
う
言
葉
が
二
箇
所
に
見
え
る
。
そ
の
一
つ
は
寛
正
三
年
（
一
四
六
二
）
一
二
月
一
三
日
の
祐
清
注
進

状
で
あ
る
（
前
掲
史
料
e
）
。
第
～
章
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
大
文
字
屋
は
割
符
主
の
資
産
を
管
理
し
、
そ
れ
を
割
符
の
換
金
や
駄
賃
の
支
払
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

当
て
る
の
で
あ
ろ
う
。
大
文
字
麗
は
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
が
、
黒
々
主
は
資
産
の
所
膚
者
つ
ま
り
銭
主
で
あ
る
。

　
新
見
荘
の
史
料
に
お
け
る
も
う
一
つ
の
「
割
符
主
」
に
関
す
る
記
事
は
、
最
勝
光
馬
方
評
定
引
付
の
応
仁
二
年
（
一
四
六
八
）
正
月
一
八
日

　
　
　
⑯

条
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
堺
＞

　
i
　
新
見
ヨ
リ
ノ
割
符
、
龍
門
、
和
泉
境
へ
持
下
、
色
々
廻
了
簡
、
淀
ノ
者
ニ
カ
ワ
シ
、
来
廿
日
可
進
納
之
。
但
無
体
、
明
日
＋
九
日
可
納
之
。
六
角
室
町
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）
　
　
　
　
リ
割
符
主

　
　
　
来
尋
ヘ
キ
由
、
申
旨
披
露
之
。
次
境
へ
下
候
時
、
　
　
ニ
テ
既
可
及
生
涯
程
ノ
事
ア
リ
ケ
鍾
盤
。
次
。
境
ヨ
リ
本
中
へ
罷
越
候
間
、
其
マ
テ
罷
越
、
割

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
割

　
　
　
符
ヲ
付
、
料
足
請
取
。
伍
入
ヲ
三
人
雇
、
罷
向
候
問
、
十
疋
出
口
。
又
両
日
逗
留
十
一
、
根
物
十
疋
入
ル
。
又
境
ヨ
リ
京
マ
テ
ノ
符
賃
四
百
文
、
以
上

　
　
　
六
百
文
入
選
由
申
。
条
々
披
露
之
処
、
可
惜
致
了
簡
、
事
ヲ
ト
・
ケ
中
脳
条
、
神
妙
也
。
傍
粉
骨
分
廿
疋
耳
翼
海
草
、
衆
儀
治
定
了
。

　
こ
の
史
料
は
割
符
A
の
換
金
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
「
か
わ
し
型
」
割
符
の
運
用
例
で
あ
る
。
割
符
A
を
換
金
す
る
た
め
に
賢
聖
が
和
泉
国

堺
に
下
っ
た
と
こ
ろ
、
割
符
主
が
和
泉
国
府
中
に
出
か
け
て
い
た
た
め
、
割
符
主
を
追
い
か
け
て
裏
付
を
し
て
も
ら
い
、
換
金
し
た
。
道
仲
が

「
境
ヨ
リ
京
マ
テ
ノ
割
符
賃
」
を
請
求
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
見
直
の
受
け
取
り
は
府
中
で
は
な
く
堺
の
備
中
屋
で
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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①大文字屋が商人（銭主）から銭を預かり割符を発行

　する

②商人が新見荘に割符を渡して銭を得る

③新見荘が東寺へ割符を送る

④東寺が大文字麗に割符を提示して銭を受け取る

　（大文字屋が預かった商人（三主）の銭を割符の

　持参人に支払う）

［新見荘］」靴［璽］

舗↑②↓㌦職↑④↓舗

＝［錘］
　　割符

商人
（銭主）

【図3】預かり型割符の取引（BC）

①銭主が騰中屋に銭を預け，運用を商人に委託する

②商人が新見荘から銭を得て，翻符を発行する

③新見荘が東寺へ割符を送る

④東寺が備中屋に割符を提示して銭を受け取る

　（備中麗が預った銭主の銭を割符の持参人に支払う）

［新見荘］」…塑一［i藝ヨ

舗↑②↓職職↑④↓舗

商　人 備中屋

①

銭　主

【図4】かわし型謝符の取引（DF・AE）

割
符
A
に
は
堺
北
荘
の
備
中
屋
の
彦
五
郎
（
ひ
こ
せ
つ
）
を
訪
ね
る
よ
う
に
と

の
指
示
が
あ
り
、
道
仲
は
備
中
屋
に
赴
い
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
割
符

主
は
備
中
屋
彦
五
郎
と
二
郎
四
郎
の
二
通
り
の
可
能
性
が
あ
る
が
、
割
符
の
発

行
に
関
与
し
て
お
ら
ず
資
産
を
管
理
し
て
い
る
だ
け
の
彦
五
郎
を
割
符
主
と
呼

ぶ
の
は
相
応
し
く
な
い
。
裏
付
を
し
た
割
符
主
は
銭
主
の
二
郎
四
郎
で
あ
る
と

考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
銭
主
の
二
郎
四
郎
に
と
っ
て
も
、
代
理
人
が
発
給

し
た
割
符
を
換
金
す
る
前
に
確
認
す
る
の
が
安
全
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
従
来
の
概
究
は
割
符
の
運
用
に
お
け
る
割
符
主
の
役
割
に
注
目
し
、
振
出
人

や
支
払
人
と
し
て
説
明
を
加
え
て
き
た
。
確
か
に
割
符
主
の
現
れ
方
は
史
料
e

と
史
料
i
と
で
異
な
っ
て
い
る
。
史
料
e
で
は
割
符
主
が
備
中
国
に
い
て
薪
見

荘
に
割
符
を
も
た
ら
し
、
史
料
i
で
は
割
符
主
が
畿
内
に
い
て
割
符
に
裏
付
を

し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
違
い
は
「
預
か
り
型
」
と
「
か
わ
し
型
」
で
割
符
主

の
現
れ
方
が
異
な
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
銭
主
と
い
う
観
点
を
導
入
す
れ
ば

統
一
的
に
理
解
で
き
る
の
だ
。
史
料
が
僅
か
で
あ
る
う
え
に
推
測
に
頼
る
と
こ

ろ
も
あ
る
が
、
割
符
主
は
銭
主
の
呼
称
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
良
い
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
割
符
は
割
符
主
の
資
産
を
割
き
取
っ
て
別
の
人
物
に
移

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

転
ず
る
た
め
の
文
書
で
あ
る
と
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
本
節
の
最

後
に
割
符
の
取
引
を
【
図
3
・
4
一
に
示
す
。
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3
　
割
符
の
淵
源

　
前
章
・
本
章
で
検
討
し
た
捌
符
の
様
式
・
機
能
に
関
す
る
知
見
を
も
と
に
、
本
節
で
は
割
符
の
起
源
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
い
。

　
＝
世
紀
に
は
現
物
を
授
受
す
る
代
わ
り
に
返
抄
や
下
文
を
手
形
の
よ
う
に
用
い
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
大
蔵
省
が
料
物
の
下
行
に
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

い
る
切
下
文
や
、
東
大
寺
が
参
物
の
仮
受
領
証
と
し
て
発
給
す
る
仮
納
返
抄
は
、
手
形
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
桜
井
英
治
氏
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

返
抄
・
下
文
と
割
符
と
が
別
系
統
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。

　
割
符
に
は
「
預
か
り
型
」
と
「
か
わ
し
型
」
が
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
文
面
を
見
る
な
ら
ば
、
「
預
か
り
型
」
割
符
は
預
状
で
あ
り
、

受
取
状
と
い
う
点
に
お
い
て
返
抄
と
共
通
し
て
い
る
。
ま
た
燈
油
納
所
返
抄
の
よ
う
に
、
一
一
世
紀
の
返
抄
に
は
一
五
世
紀
の
割
符
と
様
式
的

な
共
通
点
を
持
つ
も
の
が
あ
る
。
た
だ
し
燈
油
納
所
返
抄
は
単
純
な
返
抄
で
あ
り
、
手
形
的
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
仮
納
返

抄
が
手
形
と
し
て
用
い
ら
れ
た
よ
う
に
、
返
抄
は
手
形
と
し
て
機
能
す
る
可
能
性
を
潜
在
的
に
持
っ
て
い
る
。
＝
世
紀
の
返
抄
と
一
五
世
紀

の
捌
符
と
の
間
に
は
機
能
的
か
つ
様
式
的
な
共
通
性
が
存
在
し
て
い
る
。

　
一
方
「
か
わ
し
型
」
割
符
の
う
ち
割
符
A
E
は
彦
五
郎
に
支
払
を
依
頼
し
て
お
り
、
支
払
の
指
示
と
い
う
点
で
下
文
と
共
通
し
て
い
る
。
ま

た
割
符
D
F
は
支
払
を
約
束
し
て
お
り
、
現
実
に
は
翻
符
を
提
示
さ
れ
た
人
物
（
具
体
的
に
は
彦
五
郎
）
に
対
す
る
支
払
の
指
示
書
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
る
が
、
将
来
の
自
己
に
対
す
る
支
払
の
指
示
で
あ
る
。
下
文
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
例
え
ば
、
『
雑
筆
要
語
』
に
載
せ
る
結
解
の
雛
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

で
は
「
替
玉
」
に
「
下
文
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
割
符
の
よ
う
な
加
判
・
捺
印
を
下
文
に
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
下
文
を
「
か
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊤

し
型
」
割
符
の
淵
源
の
一
つ
に
求
め
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
割
符
に
「
預
か
り
型
」
「
か
わ
し
型
」
の
二
つ
が
あ
る
こ
と
は
、
割
符
の
起
源
が
単
～
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
返
抄
・
下
文
を
手

形
と
し
て
用
い
る
こ
と
の
な
か
か
ら
、
手
形
の
機
能
に
相
応
し
い
様
式
が
生
み
出
さ
れ
、
割
符
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
て
よ
い
だ

ろ
う
。
返
抄
・
下
文
か
ら
割
符
ま
で
の
間
を
埋
め
る
必
要
が
あ
る
も
の
の
、
そ
こ
に
は
様
式
上
・
機
能
上
の
影
響
関
係
と
一
定
の
様
式
に
収
敏
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⑫

す
る
作
用
が
働
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
返
抄
と
割
符
の
料
紙
に
も
注
意
し
た
い
。
燈
油
納
所
返
抄
は
切
紙
に
書
か
れ
て
い
た
。
割
符
は
正
文
が
残
ら
な
い
た
め
に
料
紙
の
形
態

を
推
測
す
る
の
が
難
し
い
。
し
か
し
割
符
は
数
行
し
か
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
切
紙
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
推
測
が
妥
当
で
あ
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

切
紙
に
捺
印
も
し
く
は
加
判
さ
れ
た
文
書
と
し
て
、
燈
油
納
所
返
抄
と
割
符
の
様
式
は
更
に
近
い
も
の
に
な
る
。

　
蔓
物
を
下
行
す
る
下
文
に
も
切
紙
を
用
い
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
長
保
二
年
（
一
〇
〇
〇
）
正
月
五
日
に
朝
廷
が
冷
泉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

嫁
御
回
国
の
布
施
料
を
貸
し
た
時
、
冷
泉
院
別
当
に
「
短
冊
」
を
渡
し
て
料
物
の
授
受
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
「
短
冊
」
は
美
濃
国
司
が
進
上

し
た
元
日
禄
悪
騒
の
下
文
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
万
寿
四
年
（
一
9
毛
）
一
二
月
二
八
日
に
上
東
門
院
が
道
長
の
四
七
日
目
法
会
を
営

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

ん
だ
際
、
布
施
の
絹
糸
の
上
に
「
八
木
短
冊
扁
と
思
わ
れ
る
「
文
」
が
置
か
れ
て
い
た
。
法
会
の
場
に
布
施
と
し
て
米
を
置
く
代
わ
り
に
、
米

の
「
短
冊
」
を
置
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
短
冊
は
米
の
下
行
を
命
じ
る
下
文
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
二
例
か
ら
、
切
紙
に
書
か
れ
た
下
文
を

手
形
と
し
て
用
い
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
仮
納
返
抄
に
も
切
紙
に
書
か
れ
た
も
の
が
あ
り
、
手
形
と
し
て
用
い
ら
れ
る
文
書
に
切
紙
を
用
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
料

物
下
行
の
下
文
や
出
物
納
入
の
返
抄
は
切
紙
に
書
く
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
切
紙
に
書
い
た
下
文
・
返
抄
の
中
に
手
形
と
し
て
用
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ら
れ
る
も
の
が
現
れ
、
捺
印
・
加
判
を
使
用
す
る
作
法
と
と
も
に
、
料
紙
の
使
い
方
も
割
符
に
継
承
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

①
中
世
に
お
け
る
「
銭
憲
」
は
借
銭
に
お
け
る
貸
主
の
こ
と
で
あ
る
。
割
符
を
貸

　
借
関
係
の
一
形
態
と
し
て
説
明
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
本
稿
は
割
符
を
貸

　
借
関
係
で
説
宿
す
る
も
の
で
は
な
い
。
通
常
の
貸
借
閃
係
を
含
め
た
、
中
世
の
諸

　
取
引
の
検
討
は
改
め
て
行
い
た
い
。

②
宇
佐
見
「
割
符
考
」
前
掲
（
二
四
一
頁
）
が
「
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
的
な
割
符
」

　
と
評
し
た
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
。

③
応
永
一
八
年
画
一
〇
月
七
日
太
良
荘
代
官
朝
賢
注
進
状
（
工
専
百
合
文
書
し
八

目
）
。
本
文
で
は
「
就
其
候
て
ハ
、
今
度
進
上
仕
候
割
符
三
之
内
二
下
給
候
。
聴

彼
割
符
主
之
方
へ
付
候
て
、
さ
ひ
そ
く
仕
候
処
二
、
鰭
此
仁
、
上
洛
蘇
州
問
、
京

都
へ
罷
皇
典
ハ
・
、
御
寺
へ
参
申
候
て
、
さ
ひ
ふ
の
主
眼
を
盗
癖
露
盤
て
、
早
々

御
料
足
進
上
申
候
ハ
ん
と
堅
申
候
間
、
知
此
重
注
進
申
碇
虫
。
此
仁
料
足
の
日
眼

お
さ
し
申
候
ハ
・
、
入
お
御
こ
し
隔
て
、
料
足
お
め
し
候
へ
く
候
。
無
沙
汰
者
あ

る
ま
し
く
候
」
と
述
べ
、
追
而
書
に
は
「
彼
割
符
の
白
眼
者
、
一
思
菊
月
十
日
、

一
口
同
十
二
日
前
さ
し
申
て
候
に
、
御
心
ミ
し
か
く
御
沙
汰
候
て
、
彼
さ
い
ふ
を
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御
下
候
と
て
、
さ
い
ふ
ぬ
し
、
め
ん
ぼ
く
な
く
候
よ
し
申
候
」
と
記
す
。
こ
の
史
’

　
料
は
田
田
「
年
貢
再
進
手
段
と
し
て
の
割
符
に
つ
い
て
」
前
掲
に
よ
り
紹
介
・
検

　
討
さ
れ
て
お
り
、
割
符
主
が
在
国
し
て
い
る
こ
と
も
、
期
日
を
定
め
て
い
る
こ
と

　
も
、
大
文
字
麗
の
割
符
と
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
し
散
田
氏
は
割
符
主
が
荷
物
を
京

　
都
に
運
上
し
た
と
想
定
す
る
が
、
割
符
主
は
裏
付
の
交
渉
に
上
洛
し
た
だ
け
で
あ

　
り
、
荷
物
の
運
送
を
伴
っ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。

④
大
文
字
屋
が
預
か
っ
た
資
産
を
運
用
す
る
か
否
か
は
、
割
符
と
は
別
の
問
題
で

　
あ
る
。

⑤
桜
井
「
割
符
に
関
す
る
考
察
扁
前
掲
（
二
四
八
頁
）
。

⑥
伊
藤
門
割
符
の
し
く
み
と
為
替
・
流
通
・
金
融
扁
前
掲
（
五
八
頁
）
。
伊
藤
氏

　
の
説
明
は
難
解
な
部
分
が
あ
る
が
、
本
文
の
よ
う
に
理
解
し
た
。

⑦
「
か
わ
す
」
は
振
替
と
表
現
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
振
替
と
い
う
行
為
も
ま

　
た
語
彙
史
の
検
討
の
対
象
と
な
る
た
め
、
移
転
と
表
現
し
て
お
く
。

⑧
こ
の
点
に
お
い
て
も
、
罰
符
と
船
荷
の
対
応
関
係
を
想
定
す
る
伊
藤
説
は
、
運

　
漕
と
い
う
不
安
定
な
要
因
が
介
入
す
る
こ
と
に
な
り
、
支
払
の
約
束
と
翻
蠕
を
来

　
す
。

⑨
桜
井
「
翻
符
に
関
す
る
考
察
駄
前
掲
。

⑩
伊
藤
「
割
符
の
し
く
み
と
為
替
・
流
通
・
金
融
扁
前
掲
。

⑪
宇
佐
見
「
割
符
考
扁
前
掲
。

⑫
「
か
わ
し
型
扁
罰
符
は
厳
密
に
は
二
つ
に
分
か
れ
る
。
宇
佐
見
氏
が
現
代
の
小

　
切
手
と
約
束
手
形
を
例
に
説
明
し
た
よ
う
に
、
罰
符
A
E
は
支
払
い
を
備
中
屋
に

　
依
頼
す
る
も
の
で
あ
り
、
割
符
D
F
は
発
行
者
が
支
払
い
を
約
束
す
る
も
の
で
あ

　
る
。
こ
の
違
い
は
、
銭
主
と
発
行
者
の
関
係
で
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
は
な
か

　
ろ
う
か
。
割
符
D
F
の
常
俊
と
ゆ
は
殿
の
関
係
よ
り
も
、
割
符
A
E
の
発
行
者
と

　
二
郎
四
郎
の
関
係
が
親
密
で
あ
る
。
割
符
A
E
の
発
行
者
は
盟
主
の
代
官
と
も
言

　
う
べ
き
立
場
に
あ
る
た
め
、
備
中
屋
に
銭
の
支
払
い
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
方
、
捌
符
D
F
の
発
行
者
で
あ
る
常
俊
は
、
貫
主
の
銭
を
預
か
っ
て
い
る
た
め
、

　
自
身
が
支
払
い
を
約
束
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

⑬
門
預
か
り
型
」
割
符
は
判
が
、
「
か
わ
し
型
」
割
符
に
は
印
判
が
用
い
ら
れ
て
い

　
る
。
こ
の
対
応
関
係
に
意
味
が
あ
る
か
ど
う
か
は
、
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

⑭
聖
書
門
割
符
に
関
す
る
考
察
」
箭
掲
（
二
五
二
頁
）
、
字
佐
見
「
割
符
考
」
前

　
掲
（
二
二
九
頁
二
一
五
〇
頁
註
⑱
）
、
井
上
「
割
符
の
し
く
み
と
そ
の
革
新
性
」

　
前
掲
（
五
～
頁
・
山
ハ
一
門
貝
註
⑮
）
。

⑮
こ
の
「
国
の
割
符
ぬ
し
」
と
同
じ
く
割
符
主
が
在
国
し
て
い
る
事
例
が
応
永
一

　
八
年
閏
一
〇
月
七
日
太
良
荘
代
官
朝
賢
注
進
状
（
東
寺
百
合
文
書
し
八
二
）
に
見

　
え
る
。
本
章
註
③
参
照
。

⑯
「
最
勝
光
二
方
評
定
引
付
」
応
仁
工
年
正
月
～
八
日
条
（
県
史
＝
七
七
頁
）
。

⑰
割
符
は
、
二
つ
の
型
が
あ
る
よ
う
に
、
様
式
を
示
す
言
葉
で
は
な
く
、
機
能
に

　
即
し
た
呼
称
で
あ
る
。
割
符
の
語
義
に
つ
い
て
、
山
田
町
氏
よ
り
「
割
き
取
る

　
符
」
で
は
な
い
か
と
の
ご
教
示
を
得
た
。
こ
の
自
賛
」
は
下
達
文
書
を
意
味
す
る

　
「
符
」
で
は
な
く
、
「
護
符
」
の
門
符
」
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
保
立
道
久

　
「
切
物
と
切
銭
」
（
㎎
三
浦
古
文
化
㎞
五
三
、
　
九
九
三
年
）
も
参
照
。
ま
た
符
を

　
「
お
し
て
ふ
み
」
と
訓
む
問
題
に
つ
い
て
は
、
山
本
崇
「
オ
シ
テ
フ
ミ
考
」
（
奈

　
良
文
化
財
研
究
所
編
・
発
行
欄
文
化
財
論
叢
㎞
W
、
二
〇
一
二
年
）
参
照
。

⑬
　
佐
藤
「
国
家
財
政
・
徴
税
と
商
業
」
（
欄
日
本
中
世
の
黎
明
㎞
前
掲
、
発
表
は
　

　
九
九
三
年
）
。
研
究
史
に
つ
い
て
も
こ
の
論
文
を
参
照
。

⑲
桜
井
「
日
本
中
世
に
お
け
る
貨
幣
と
信
用
に
つ
い
て
致
『
歴
史
学
研
究
幅
七
〇

　
三
、
　
九
九
七
年
）
。

⑳
『
雑
筆
要
撃
隔
に
は
「
十
石
張
質
料
、
ム
丸
講
、
十
二
月
一
日
御
下
文
」
と
み

　
え
る
（
噸
続
群
書
類
従
』
第
一
一
習
習
）
。
な
お
替
米
の
専
論
と
し
て
品
治
重
忠

　
「
替
米
に
つ
い
て
扁
（
『
東
京
都
立
大
学
法
学
会
雑
誌
㎞
四
四
－
一
、
二
〇
〇
三

　
年
）
を
参
照
。

⑳
天
喜
三
年
＝
月
～
日
東
大
寺
牒
（
京
都
大
学
所
蔵
文
書
、
㎎
平
安
遺
文
㎞
七

　
三
七
）
は
近
江
国
司
に
封
物
の
下
符
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
額
面
に
封
と
朱
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書
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
文
書
は
督
促
状
で
あ
り
下
行
を
命
じ
る
下
文
で
は
な
い
が
、

　
返
抄
以
外
に
も
丹
封
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
下
文
の
実
例
は
残
さ
れ
て

　
い
な
い
が
、
返
抄
と
類
似
し
た
作
法
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

⑫
　
門
預
か
り
型
」
割
符
に
加
判
が
あ
り
、
「
か
わ
し
型
」
罰
符
に
は
捺
印
さ
れ
て
い

　
る
こ
と
は
、
返
抄
と
下
文
と
い
う
起
源
の
違
い
に
対
応
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な

　
い
。
そ
の
う
え
で
、
似
通
っ
た
様
式
に
収
轍
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

　
、
つ
。

⑬
　
割
符
が
、
東
大
寺
返
抄
（
仮
納
返
抄
）
の
よ
う
な
寺
家
の
返
抄
で
は
な
く
、
納

　
所
返
抄
と
様
式
的
相
同
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
、
割
符
を
利
用
す
る
人
々
と
納

　
所
の
担
い
手
と
の
継
承
性
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
は
納
所
預
の
よ
う
な
人
々
が

　
中
世
の
金
融
・
商
業
に
関
与
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
想
定
（
佐
藤
「
國
家
財

　
政
・
徴
税
と
商
業
」
前
掲
）
を
支
持
す
る
。

⑳
　
『
権
記
睡
長
保
二
年
正
月
五
日
条
。

⑳
　
噸
小
右
記
㎞
万
寿
四
年
一
工
月
二
八
日
条
。

⑱
　
仮
納
返
抄
の
料
紙
に
は
竪
紙
も
切
紙
も
使
わ
れ
て
い
る
。

⑳
　
一
一
世
紀
の
返
抄
・
下
文
と
　
五
世
紀
の
割
符
に
は
時
間
の
隔
た
り
が
大
き
い
。

　
し
か
し
保
立
「
切
物
と
切
銭
」
（
前
掲
）
が
一
三
世
紀
に
お
け
る
切
銭
の
使
馬
を

　
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
手
銭
の
運
用
に
は
手
形
の
使
用
が
想
定
さ
れ
る
。
返
抄
・

　
下
文
が
手
形
と
し
て
用
い
ら
れ
な
が
ら
、
割
符
と
呼
ば
れ
る
機
能
に
特
化
し
収
敏

　
す
る
過
程
を
史
料
の
空
白
期
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

四
　
割
符
の
発
行
と
決
済

t
　
割
符
の
発
行
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前
章
ま
で
の
検
討
を
踏
ま
え
て
、
割
符
の
発
行
や
決
済
に
お
け
る
割
符
主
や
割
符
屋
の
動
き
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。
辰
田
・
伊
藤
両
氏

が
論
じ
る
よ
う
に
、
割
符
は
年
貢
進
上
の
た
め
に
発
行
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
第
一
義
的
に
は
商
人
が
買
い
付
け
資
金
を
獲
得
す
る
た
め
に
発

行
さ
れ
る
。
本
節
で
は
六
通
の
割
符
案
を
「
預
か
り
型
」
「
か
わ
し
型
」
と
い
う
二
つ
の
型
に
分
け
、
割
符
の
発
行
を
割
符
主
つ
ま
り
聖
主
の

行
動
形
態
と
関
連
づ
け
て
考
え
て
み
た
い
。

　
　
「
預
か
り
型
」
割
符
は
割
符
践
み
ず
か
ら
が
商
人
と
し
て
地
方
に
赴
く
場
合
に
用
い
ら
れ
た
。
従
来
の
当
盤
で
も
割
符
B
C
は
畿
内
で
発
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

さ
れ
備
中
に
持
ち
込
ま
れ
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

　
　
「
か
わ
し
型
」
割
符
は
割
符
主
の
代
理
人
が
発
行
し
て
い
る
が
、
代
理
人
が
商
人
と
し
て
地
方
に
下
っ
て
割
符
を
発
行
し
た
の
か
、
畿
内
に

い
る
代
理
人
が
地
方
に
下
向
す
る
商
人
に
発
行
し
た
の
か
、
確
定
す
る
の
が
難
し
い
。
こ
れ
は
割
符
の
発
行
場
所
の
問
題
に
止
ま
ら
ず
、
商
人
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が
地
方
に
お
い
て
割
符
を
発
行
し
た
か
ど
う
か
と
い
う
事
柄
に
関
わ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
桜
井
氏
は
割
符
A
D
E
F
も
畿
内
で
発
行
さ
れ
た
と
考
え
て
い
る
が
、
そ
の
論
拠
は
支
払
地
が
堺
で
あ
る
こ
と
な
ど
で
あ
り
十
分
で
は
な
い
。

早
島
氏
は
割
符
E
に
追
記
さ
れ
た
差
出
書
に
「
ひ
つ
中
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
備
中
で
の
発
行
を
指
摘
す
る
が
、
こ
の
「
ひ
つ
中
」
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

差
出
人
の
所
在
地
を
意
味
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
伊
藤
氏
は
新
見
荘
の
三
悪
が
割
符
の
取
得
を
予
期
で
き
た
こ
と
を
根
拠
と
し
て
割
符
発
行
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

が
備
中
に
滞
在
し
て
い
た
と
論
じ
て
お
り
、
新
見
荘
の
実
情
を
検
討
し
て
も
蓋
然
性
が
高
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
割
符
主
の
代
理
人
で
あ
る
常

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

俊
ら
が
商
人
と
し
て
備
中
に
下
向
し
、
そ
こ
で
割
符
を
発
行
し
て
資
金
を
調
達
し
、
商
品
を
買
い
付
け
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
伊
藤
氏
が
論
じ
る
よ
う
に
、
割
符
が
複
数
の
黒
々
の
手
を
介
し
て
都
鄙
を
流
通
し
た
と
す
る
桜
井
説
と
対
立
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

割
符
の
流
通
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、
そ
れ
は
限
定
的
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

2

割
符
の
決
済
と
商
品
運
漕
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割
符
運
用
の
基
底
に
商
品
運
漕
が
あ
る
と
い
う
上
田
・
伊
藤
両
氏
の
認
識
は
正
し
い
。
し
か
し
一
回
ご
と
の
商
晶
運
漕
と
割
符
の
支
払
と
が

対
応
す
る
と
い
う
理
解
に
は
必
ず
し
も
賛
同
で
き
な
い
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
割
符
A
E
・
D
F
・
B
C
は
支
払
資
金
が
準
備
さ
れ
て
お

り
、
一
回
ご
と
の
商
品
運
漕
に
応
じ
て
支
払
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
し
か
し
そ
の
一
方
、
荷
物
と
連
動
し
て
支
払
わ
れ
る
割
符
も
確
か
に
存
在
す
る
。
寛
正
五
年
（
一
四
六
四
）
二
月
に
本
位
田
家
憲
は
二
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

貫
文
を
進
上
す
る
た
め
、
一
〇
貫
文
の
割
符
を
二
つ
、
五
貫
文
の
割
符
（
半
割
符
）
を
一
つ
送
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
東
寺
は
次
の
よ
う
に
新

　
　
　
　
　
　
　
⑧

見
荘
に
伝
え
て
い
る
。

抑
御
年
貢
廿
五
貫
文
割
符
、
運
送
目
出
塁
。
但
此
内
半
割
符
者
、

右
被
纏
響
釜
文
箏
叢
出
候
へ
義

本
主
峯
津
国
二
様
。
又
荷
も
未
京
着
頚
回
、
裏
付
を
不
沙
汰
候
。
今
度
之
便
宜
二
御
左
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一
〇
貫
文
の
割
符
二
枚
に
裏
付
を
終
え
、
東
寺
は
請
取
を
出
し
た
。
し
か
し
半
割
符
は
本
主
が
摂
津
国
に
お
り
荷
物
も
京
都
に
届
い
て
い
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

い
た
め
に
裏
付
さ
れ
な
か
っ
た
。
荷
物
の
忠
心
を
待
つ
こ
と
に
な
っ
た
も
の
の
、
翌
年
に
な
っ
て
も
割
符
屋
で
問
答
し
て
い
る
。
こ
の
半
割
符

は
商
晶
運
漕
に
連
動
し
て
支
払
わ
れ
る
割
符
で
あ
っ
た
。
一
方
、
一
〇
貫
文
の
割
符
は
割
符
主
が
別
で
あ
っ
た
か
、
荷
物
を
待
た
ず
に
支
払
の

で
き
る
割
符
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　
一
五
世
紀
に
は
、
支
払
資
金
が
準
備
さ
れ
た
割
符
と
、
商
品
運
漕
を
待
っ
て
決
済
さ
れ
る
割
符
と
が
併
存
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。
A
～
F

の
割
符
案
は
前
者
の
事
例
で
あ
り
、
後
者
に
用
い
ら
れ
た
割
符
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
一
回
ご
と
に
決
済
す
る
場
合
、
史
料
一
の
「
本

主
面
津
国
二
候
。
重
荷
も
未
京
着
候
」
と
い
う
情
況
か
ら
は
、
本
主
つ
ま
り
割
符
主
が
荷
物
に
付
き
添
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
割
符

は
「
預
か
り
型
」
が
適
し
て
い
る
。

　
運
漕
の
遅
延
や
荷
物
の
未
着
が
違
割
符
の
原
因
に
な
る
と
す
れ
ば
、
運
漕
と
連
動
し
た
割
符
は
安
定
性
を
欠
く
。
そ
れ
に
対
し
、
商
品
運
漕

と
連
動
し
な
い
割
符
は
安
定
性
が
高
か
っ
た
。
例
え
ば
割
符
B
C
は
予
定
よ
り
一
年
以
上
も
遅
れ
て
大
文
字
屋
に
届
け
ら
れ
た
た
め
違
割
符
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

な
り
そ
う
に
な
っ
た
が
、
裏
付
期
日
の
交
渉
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
安
定
性
の
違
い
は
、
定
額
割
符
と
半
割
符
と
い
う
割
符
の
違

い
に
も
対
応
し
、
さ
ら
に
商
人
の
活
動
形
態
に
も
照
応
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
割
符
に
よ
っ
て
資
金
を
得
た
商
人
は
、
買
い
付
け
た
晶
々
を
畿
内
で
売
却
し
、
そ
の
代
金
が
商
人
の
資
産
に
加
わ
り
、
そ
の
一
部
が
割
符
の

支
払
に
充
当
さ
れ
る
。
支
払
用
の
見
銭
が
担
保
さ
れ
て
い
る
割
符
と
、
商
品
の
運
漕
を
待
っ
て
支
払
わ
れ
る
割
符
と
の
違
い
は
、
商
人
の
資
力

に
よ
る
と
も
、
商
慣
習
の
違
い
に
よ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
小
規
模
な
商
人
は
運
漕
ご
と
に
割
符
を
発
行
し
て
支
払
を
終
え
る
方
が
安
全
で
あ

り
、
大
規
模
な
商
人
は
運
漕
に
よ
ら
ず
支
払
用
の
追
銭
を
準
備
し
て
お
く
方
が
合
理
的
で
あ
る
。

　
ま
た
割
符
主
と
割
符
屋
の
問
で
一
回
の
運
漕
ご
と
に
決
済
す
る
の
か
、
＝
疋
の
期
間
に
お
け
る
複
数
の
運
漕
を
一
括
し
て
決
済
す
る
の
か
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

よ
っ
て
、
割
符
の
取
り
扱
い
は
変
わ
っ
て
く
る
。
資
金
力
が
豊
か
で
割
符
屋
と
の
取
引
が
安
定
し
て
い
る
割
符
主
は
一
枚
一
〇
貫
文
の
定
額
割

符
を
使
用
す
る
の
が
合
理
的
な
運
用
が
で
き
る
が
、
そ
う
で
な
い
割
符
主
は
資
力
に
応
じ
た
額
面
の
割
符
を
一
回
ご
と
に
決
済
せ
ざ
る
を
得
な
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⑫

い
。
定
額
で
は
な
い
割
符
は
、
半
割
符
の
ほ
か
、
寛
正
五
年
（
一
四
六
四
）
九
月
一
一
一
日
本
位
田
家
盛
書
状
に
三
貫
文
の
割
符
が
見
え
て
い
る
。

定
額
割
符
で
あ
る
こ
と
が
割
符
の
信
用
を
高
め
、
定
額
割
符
を
発
行
で
き
る
こ
と
が
商
人
の
信
用
を
高
め
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
多
様
な
商
人
や
商
業
の
形
態
が
想
定
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
割
符
の
決
済
に
お
け
る
二
つ
の
在
り
方
は
商
人
の
二
つ
の
範
型
と
し
て
理
解
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
二
つ
の
支
払
方
法
に
つ
い
て
、
割
符
の
初
期
の
史
料
で
あ
り
、
建
武
元
年
（
一
三
三
四
）
と
推
測
さ
れ
て
い
る
新
見
荘
代
官
の
華
甲
の
書
状

　
　
　
　
　
　
　
⑭

に
触
れ
て
お
き
た
い
。
こ
の
書
状
か
ら
伊
藤
氏
は
、
商
品
を
売
却
し
た
代
価
を
支
払
い
に
充
て
る
割
符
と
中
央
に
担
保
さ
れ
た
銭
を
支
払
い
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

充
て
る
割
符
と
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ
は
、
～
五
世
紀
と
同
様
の
割
符
運
用
の
二
形
態
が
、
一
四
世
紀
前
半
に
は
存
在
し
て
い

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
割
符
の
運
用
が
さ
ら
に
鎌
倉
期
に
ま
で
遡
る
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
明
了
書
状
に
は
大
文
字
屋
・
備
中
屋

の
よ
う
な
割
符
屋
の
存
在
が
見
え
な
い
。

　
割
符
の
運
用
に
お
い
て
は
、
商
人
と
と
も
に
、
割
符
の
発
行
や
裏
付
・
換
金
と
い
う
周
面
に
現
れ
る
大
文
字
屋
や
換
金
を
担
当
す
る
備
申
屋

の
存
在
が
重
要
で
あ
る
。
寛
正
五
年
に
違
割
符
と
な
っ
た
半
割
符
に
つ
い
て
東
寺
が
割
符
屋
で
問
答
し
た
の
は
、
割
符
屋
が
荷
物
に
つ
い
て
も

知
り
う
る
立
場
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
割
符
屋
は
荷
受
を
担
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
大
文
字
屋
が
荷
受
を
し
て
い
た
こ
と
は
第
一
章

で
推
定
し
た
が
、
備
中
屋
も
荷
受
を
行
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
割
符
屋
は
割
符
主
の
資
産
を
保
管
す
る
と
と
も
に
、
商
品
の
荷
受
や

保
管
も
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
割
符
屋
は
問
丸
で
も
あ
っ
た
。
『
庭
訓
往
来
』
に
は
「
訳
註
借
上
・
習
々
替
銭
・
浦
々
問
丸
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
勝
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

以
誓
言
進
上
之
、
任
升
載
運
送
之
」
と
の
一
節
が
見
え
る
。
一
つ
の
実
体
が
問
丸
・
替
銭
・
借
上
と
い
う
三
つ
の
機
能
を
組
み
合
わ
せ
な
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

ら
、
港
湾
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
前
提
と
し
て
、
南
北
朝
期
か
ら
室
町
期
に
か
け
て
、
替
銭
と
問
丸
の
機
能
を
統
合
し
て
割

符
屋
が
成
立
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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3
　
割
符
の
経
費

　
第
～
章
で
見
た
よ
う
に
翻
符
は
換
金
の
手
数
料
が
計
上
さ
れ
て
い
な
い
。
で
は
割
符
の
発
行
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
桜
井
氏
は
、
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

料
に
見
え
る
「
夫
賃
」
「
割
符
賃
」
か
ら
割
符
の
発
行
に
手
数
料
が
か
か
っ
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
理
解
は
適
切
で
あ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
本
幕
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
寛
正
五
年
（
一
四
六
四
）
　
一
月
二
四
日
本
位
田
家
盛
年
貢
銭
送
状
は
、
割
符
三
つ
（
二
五
貫
文
）
を
送
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

た
も
の
で
あ
る
が
、
…
割
の
「
夫
チ
ン
」
を
加
え
、
二
七
貫
五
〇
〇
文
分
の
年
貢
納
入
に
相
当
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
半
割
符

は
違
割
符
と
な
り
、
東
寺
は
二
〇
貫
文
を
受
け
取
っ
た
。
と
こ
ろ
が
寛
正
五
年
一
二
月
九
日
東
寺
書
下
案
で
は
、
一
旦
は
夫
賃
を
計
上
し
な
が

ら
削
除
し
て
い
る
（
史
料
一
）
。
東
寺
の
側
で
は
夫
子
を
認
め
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
一
方
、
文
正
元
年
（
一
四
六
六
）
分
の
新
見
荘
年
貢
算
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

状
で
は
割
符
ご
と
に
一
割
の
「
チ
ン
」
を
計
上
し
て
い
る
。
こ
の
「
チ
ン
」
も
夫
賃
で
あ
ろ
う
。
割
符
の
夫
子
に
つ
い
て
は
、
荘
園
側
と
東
寺

側
と
で
認
識
の
相
違
が
あ
っ
た
。

　
一
般
に
、
年
貢
と
し
て
種
々
の
物
品
を
運
送
す
る
に
は
運
費
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
荘
園
領
主
の
収
入
に
は
な
ら
な
い
が
、
必
要
経
費
と

し
て
荘
園
が
納
入
し
た
年
貢
額
に
含
ま
れ
る
。
割
符
の
夫
賃
も
、
割
符
を
運
ぶ
経
費
と
考
え
て
問
題
は
な
い
。
し
か
し
割
符
は
東
寺
へ
の
使
者

や
京
上
夫
が
持
参
す
る
こ
と
が
多
く
、
見
銭
の
輸
送
と
異
な
り
、
割
符
の
送
付
に
書
賃
は
不
要
で
あ
る
。
新
見
荘
に
と
っ
て
一
割
の
夫
賃
つ
ま

り
年
貢
運
送
費
は
京
島
年
貢
か
ら
控
除
さ
れ
た
在
地
留
保
分
と
な
る
が
、
東
寺
に
と
っ
て
は
納
め
ら
れ
る
年
貢
総
額
が
そ
の
分
だ
け
減
少
す
る

こ
と
に
な
る
。
東
寺
が
夫
賃
を
認
め
た
と
は
考
え
が
た
い
。

　
次
に
割
符
賃
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
応
仁
二
年
（
一
四
六
八
）
正
月
＝
日
、
東
寺
は
割
符
A
に
裏
付
を
す
る
た
め
、
道
仲
に
路
銭
三
〇
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

文
を
下
行
し
て
堺
に
遣
わ
し
た
。
～
入
日
に
道
仲
は
裏
付
・
換
金
の
結
果
を
報
告
し
た
（
史
料
i
）
。
道
仲
は
受
け
取
っ
た
見
銭
を
淀
の
者
に
か

わ
し
、
京
都
六
角
で
見
銭
を
受
け
取
る
よ
う
手
配
し
た
。
道
仲
は
東
寺
に
対
し
、
三
人
を
雇
っ
た
経
費
一
〇
〇
文
（
一
〇
疋
）
、
逗
留
の
下
物
と

し
て
一
〇
〇
文
、
「
境
ヨ
リ
京
マ
テ
ノ
割
符
賃
」
四
〇
〇
文
の
計
装
〇
〇
文
を
要
求
し
た
が
、
東
寺
の
下
行
は
「
粉
骨
分
」
二
〇
〇
文
の
み
で
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あ
っ
た
。
こ
の
「
割
符
賃
」
は
東
寺
が
支
出
を
認
め
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
道
仲
の
負
担
し
た
費
用
で
は
な
く
、
割
符
の
夫
賃
と
し
て
遵
仲
が

請
求
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
割
符
に
関
す
る
経
費
に
は
、
割
符
の
発
行
・
取
得
お
よ
び
支
払
に
お
け
る
手
数
料
が
現
れ
て
こ
な
い
。
割
符
で
腰
銭
を
調
達
す
る
側
に
も
、

割
符
で
見
銭
を
送
金
す
る
側
に
も
、
双
方
に
便
宜
の
あ
る
取
引
手
段
で
あ
る
た
め
、
割
符
は
手
数
料
を
要
し
な
い
の
で
あ
る
。
桜
井
氏
が
論
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

た
「
中
立
的
機
能
」
は
割
符
に
本
質
的
な
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

①
割
符
B
C
は
桜
井
氏
・
宇
佐
見
氏
・
率
諸
氏
・
伊
藤
氏
と
も
に
広
瀬
で
発
行
さ

　
れ
備
中
に
持
ち
込
ま
れ
た
と
考
え
て
い
る
。
な
お
宇
佐
見
氏
は
備
中
で
発
行
さ
れ

　
た
可
能
性
を
考
慮
し
て
い
る
。

②
桜
井
「
割
符
に
関
す
る
考
察
」
前
掲
（
二
四
九
頁
）
。

③
早
島
「
割
符
と
遠
上
地
交
通
」
前
掲
（
＝
二
頁
）
。

④
伊
藤
「
割
符
の
し
く
み
と
為
替
・
流
通
・
金
融
」
前
掲
（
五
七
頁
）
。
た
だ
し

　
東
寺
と
新
見
荘
の
問
を
文
轡
が
往
来
す
る
日
数
を
幽
6
5
え
る
と
、
割
符
が
畿
内
で
発

　
行
さ
れ
た
可
能
性
は
残
さ
れ
て
い
る
。

⑤
備
中
で
割
符
を
発
行
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
常
俊
ら
は
印
を
携
帯
し
て
い
た
こ
と

　
に
な
る
。
印
の
保
管
・
携
帯
と
い
う
点
か
ら
割
符
の
発
行
場
所
を
推
測
で
き
る
か

　
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点
は
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
。

⑥
伊
藤
「
割
符
の
し
く
み
と
為
替
・
流
通
・
金
融
」
前
掲
。
な
お
新
見
荘
の
三
職

　
が
堺
の
舗
符
を
用
い
た
の
は
、
応
仁
の
乱
に
よ
り
政
情
が
緊
迫
す
る
な
か
で
、
備

　
中
が
細
川
氏
の
領
国
で
あ
り
、
堺
も
細
川
氏
と
関
係
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ

　
う
か
。

⑦
〔
寛
正
五
年
〕
＝
月
二
四
日
本
位
田
家
盛
年
貢
等
送
状
（
県
史
四
一
一
）
。

⑧
〔
寛
正
五
年
〕
＝
一
月
九
日
東
寺
公
文
所
書
下
土
代
（
本
位
田
宛
。
史
料
二
九

　
〇
・
県
史
四
一
三
）
。
な
お
〔
寛
正
五
年
〕
一
二
月
九
日
東
寺
公
文
所
書
下
土
代

　
（
三
廻
宛
。
史
料
二
九
丁
県
史
四
一
四
）
も
参
照
。

⑨
〔
寛
正
六
年
〕
東
寺
公
文
所
嘗
下
土
代
（
史
料
二
九
二
・
県
史
五
九
二
〉
。

⑩
「
最
勝
光
建
方
評
定
引
付
」
応
仁
二
年
三
月
；
百
条
（
県
史
＝
八
○
頁
）

　
に
門
新
見
庄
ヨ
リ
ノ
割
符
、
広
瀬
大
文
字
麗
申
云
、
姫
ヶ
目
バ
カ
リ
有
御
延
引
者
、

　
可
裏
付
仕
。
不
然
者
可
進
放
状
之
由
申
之
旨
、
致
披
露
之
処
、
廿
日
バ
カ
リ
ト
モ

　
被
問
答
、
裏
付
ヲ
サ
せ
ラ
ル
ヘ
キ
由
、
衆
儀
治
定
了
」
と
あ
る
。

⑪
個
々
の
割
符
が
商
品
の
運
漕
と
対
応
し
て
い
な
く
と
も
、
商
品
の
買
付
・
売
却

　
の
状
況
に
よ
っ
て
は
支
払
に
当
て
る
見
銭
が
足
り
な
く
な
る
こ
と
も
あ
り
う
る
だ

　
ろ
う
。
ま
た
割
符
屋
と
割
符
主
の
間
で
は
、
平
安
時
代
の
封
物
納
入
に
お
い
て
国

　
司
と
封
主
と
の
決
済
に
用
い
ら
れ
た
よ
う
な
事
解
が
作
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　
割
符
主
が
割
符
屋
に
依
頼
し
た
駄
賃
は
、
結
解
に
立
録
す
る
こ
と
で
処
理
さ
れ
た

　
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
鋼
符
屋
は
複
数
の
割
符
主
と
同
時
並
行
的
に
取
引
を
し
て
い

　
る
は
ず
で
あ
り
、
罰
符
主
の
集
団
が
罰
符
屋
を
構
成
し
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
も

　
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
「
土
倉
方
一
衆
」
の
よ
う
に
割
符
屋
が
集
団
と
し
て
取
引

　
網
を
形
作
っ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。

⑫
〔
寛
正
五
年
〕
九
月
二
一
B
本
位
田
家
盛
書
状
（
史
料
工
入
○
・
県
史
四
〇
〇
）
。

　
定
額
で
は
な
い
割
符
は
薪
見
荘
以
外
で
も
見
え
て
い
る
。
井
原
今
朝
男
「
東
国
荘

　
園
の
替
銭
・
替
麦
史
料
」
（
『
日
本
中
世
債
務
史
の
研
究
幽
東
京
大
学
出
版
会
、
二

　
〇
＝
年
。
発
表
は
～
九
八
七
年
）
を
参
照
。

⑬
祐
清
の
前
に
新
見
荘
に
下
向
し
た
国
使
の
腫
物
も
年
買
の
京
進
に
鶴
符
を
用
い
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た
が
、
寛
正
二
年
（
一
四
六
一
）
に
は
門
京
さ
い
ふ
な
く
候
て
、
ひ
や
う
こ
さ
い

　
ふ
お
と
り
進
上
申
候
偏
と
述
べ
て
い
る
（
〔
寛
正
二
年
〕
～
○
月
一
〇
日
了
蔵
書

　
状
、
東
寺
百
合
文
書
サ
ー
八
六
、
県
史
三
四
六
）
。
堺
の
備
中
屋
を
除
く
と
、
換

　
金
場
所
は
京
都
・
山
崎
・
尼
崎
・
兵
庫
な
ど
瀬
戸
内
か
ら
淀
川
水
系
に
お
け
る
交

　
通
の
拠
点
で
あ
り
、
そ
の
商
業
的
連
関
の
中
に
大
文
字
屋
も
含
ま
れ
て
い
た
と
考

　
え
ら
れ
る
。
劇
符
の
二
類
型
で
あ
る
「
預
か
り
型
」
と
門
か
わ
し
型
」
は
、
大
文

　
字
屋
と
備
中
屋
と
い
う
割
符
屋
の
違
い
に
止
ま
ら
ず
、
淀
川
水
系
と
堺
と
の
商
慣

　
習
の
違
い
を
反
映
し
て
い
る
可
能
性
が
な
い
だ
ろ
う
か
。

⑭
六
月
二
五
日
明
了
書
状
（
百
合
ル
ニ
ニ
、
県
史
八
○
）
。
年
代
比
定
は
網
野

　
「
貨
幣
と
資
本
」
（
『
網
野
善
彦
著
作
集
ご
島
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
。
発
表

　
は
一
九
九
四
年
）
に
よ
る
。

⑮
　
伊
藤
「
割
符
の
し
く
み
と
為
替
・
流
通
・
金
融
」
前
掲
。

⑯
噸
新
日
本
古
典
文
学
大
系
座
訓
往
来
・
句
双
紙
㎞
（
岩
波
轡
店
、
一
九
九
六

　
年
）
。
な
お
釈
文
に
つ
い
て
は
佐
藤
泰
弘
「
庭
訓
往
来
、
三
百
年
の
誤
読
し
（
『
日

　
本
史
研
究
』
五
三
〇
、
二
〇
〇
六
年
）
を
参
照
。

⑰
佐
藤
泰
弘
「
借
上
の
予
備
的
考
察
」
（
『
甲
南
大
学
紀
要
文
学
編
』
一
二
四
、
二

　
〇
〇
二
年
目
。

⑬
　
桜
井
「
割
符
に
関
す
る
考
察
」
前
掲
（
二
五
七
・
二
五
八
頁
）
。
桜
井
氏
は
夫

　
賃
を
割
符
取
次
人
等
の
収
益
と
解
釈
し
て
い
る
。

⑲
〔
寛
正
五
年
前
＝
月
二
四
日
本
位
田
家
盛
年
貢
等
送
状
（
史
料
二
八
八
・
県

　
史
四
一
一
）
。

⑳
　
応
仁
元
年
五
月
一
八
日
新
見
荘
文
正
元
年
年
買
算
葉
状
（
県
史
二
一
三
）
。
こ

　
の
算
用
状
に
計
上
さ
れ
た
「
罰
符
取
酒
直
」
二
〇
〇
文
は
、
割
符
を
取
得
す
る
た

　
め
に
働
い
た
新
見
荘
関
係
者
へ
の
振
る
舞
い
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
割
符
の
発

　
行
や
取
次
の
手
数
料
で
あ
る
と
は
考
え
難
い
。

㊧
　
「
最
拙
膀
光
院
方
評
｛
疋
引
付
」
応
仁
竺
一
な
†
正
口
月
一
　
一
n
口
条
（
旧
爪
史
一
　
　
七
∴
ハ
智
貝
）
。

⑫
　
桜
井
「
劇
符
に
関
す
る
考
察
偏
前
掲
（
二
六
一
頁
）
。
割
符
は
利
息
付
替
銭
と

　
も
異
な
っ
て
お
り
、
純
粋
に
資
金
を
移
転
で
き
る
方
法
で
あ
っ
た
。
な
お
大
文
字

　
屋
や
備
中
崖
は
見
銭
・
荷
物
の
保
管
お
よ
び
売
却
に
お
い
て
収
益
を
得
て
い
た
の

　
で
は
な
か
ろ
う
か
。

お
　
わ
　
り
　
に
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本
稿
が
明
ら
か
に
し
た
の
は
割
符
の
様
式
と
機
能
の
基
本
的
な
事
柄
で
あ
る
。
限
ら
れ
た
史
料
に
よ
る
考
察
で
あ
る
が
、
割
符
の
運
用
や
割

符
屋
の
活
動
は
一
荘
園
を
超
え
た
事
象
で
あ
り
、
当
該
期
に
お
け
る
信
用
取
引
の
一
般
的
な
様
相
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
れ
ま
で
の
諸
研
究
が
商
品
運
漕
に
注
目
し
た
こ
と
は
正
し
い
。
し
か
し
符
丁
説
・
割
印
説
に
よ
っ
て
一
箇
の
割
符
と
一
回
忌
運
漕
を
厳
密

に
対
応
さ
せ
た
た
め
、
割
符
の
運
用
や
商
人
の
活
動
に
関
す
る
理
解
が
複
雑
化
し
硬
直
化
し
て
し
ま
っ
た
。
商
品
の
運
漕
が
割
符
の
運
用
を
基

底
で
支
え
て
い
る
こ
と
は
、
個
々
の
割
符
に
特
定
の
商
品
が
対
応
し
て
い
る
こ
と
を
必
ず
し
も
意
味
し
な
い
の
だ
。

　
割
符
が
機
能
す
る
前
提
に
は
、
地
方
か
ら
中
央
へ
と
年
貢
銭
が
定
期
的
に
進
上
さ
れ
る
こ
と
、
そ
の
継
続
が
予
期
で
き
る
こ
と
が
必
要
で
あ

33　（647）



る
。
そ
れ
と
並
行
し
、
割
符
と
引
き
替
え
に
得
た
見
銭
に
よ
っ
て
商
人
が
地
方
で
商
品
を
買
い
付
け
、
そ
れ
を
畿
内
に
送
っ
て
販
売
す
る
と
い

う
動
き
が
あ
る
。
年
貢
銭
の
京
進
と
商
品
の
京
進
の
二
つ
が
割
符
を
存
立
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
か
で
も
荘
園
年
貢
の
京
進
は
制
度
化
・

構
造
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
割
符
の
運
用
は
荘
園
制
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
こ
の
こ
と
は
伊
藤
氏
が
的
確
に
論
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

て
お
り
、
新
た
に
付
け
加
え
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
大
情
況
の
理
解
の
み
で
は
論
理
的
に
演
繹
さ
れ
る
範
囲
に
止
ま
っ
て
い
る
。

　
見
銭
に
注
目
す
れ
ば
、
割
符
の
使
用
が
見
銭
の
都
鄙
間
流
通
を
抑
制
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
見
銭
が
都
鄙
を
流
通
し
て
い
る
こ
と
は
確

か
で
あ
り
、
割
符
に
よ
る
価
値
の
移
転
と
見
銭
の
流
通
に
よ
る
も
の
と
の
定
量
的
な
検
討
も
容
易
で
は
な
い
。
し
か
し
割
符
を
用
い
る
こ
と
で

地
方
の
銭
は
地
方
に
滞
留
し
、
畿
内
の
銭
は
畿
内
に
滞
留
す
る
。
つ
ま
り
曾
池
は
地
方
・
首
都
の
一
定
の
経
済
圏
の
内
部
で
流
通
し
、
見
銭
の

流
通
圏
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
畿
内
の
よ
う
な
一
定
の
経
済
圏
を
活
動
の
場
と
す
る
商
人
が
存
在
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

　
東
寺
が
割
符
に
よ
る
年
貢
京
進
を
求
め
て
い
る
理
由
は
、
こ
の
銭
の
流
通
圏
が
も
た
ら
す
貨
幣
の
地
域
性
に
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
例
え
ば
備
中
圏
と
畿
内
で
は
流
通
し
て
い
る
見
銭
の
種
類
・
品
質
や
、
一
興
の
銭
緕
に
用
い
ら
れ
る
銭
種
や
枚
数
が
同
じ
と
は
限
ら

な
い
。
物
品
と
し
て
の
銭
は
、
備
中
で
通
用
す
る
も
の
が
京
で
は
嫌
わ
れ
る
か
も
し
れ
ず
、
備
中
の
一
貫
が
京
の
一
貫
と
し
て
通
用
す
る
と
は

限
ら
な
い
。
そ
の
場
合
、
割
符
に
よ
る
年
貢
の
送
金
は
、
銭
の
物
品
性
を
捨
象
し
て
純
粋
に
価
値
を
移
転
す
る
手
段
と
し
て
、
有
効
か
つ
安
全

な
方
法
で
あ
る
。
ま
た
割
符
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
銭
を
動
か
す
必
要
性
が
少
な
く
な
る
。
こ
れ
は
埋
納
銭
の
問
題
と
も
関
連
す
る
だ
ろ

、
つ
。

　
割
符
に
見
え
る
小
さ
な
違
い
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
り
、
商
人
や
割
符
屋
の
実
態
お
よ
び
商
慣
習
の
違
い
に
つ
い
て
検
討
す
る
手
掛
か
り
を

得
る
こ
と
も
で
き
る
。
商
人
の
規
模
に
よ
っ
て
割
符
の
運
用
に
も
違
い
が
あ
り
、
大
規
模
な
商
人
ほ
ど
割
符
を
安
定
的
に
運
用
で
き
る
。
割
符

屋
も
多
く
の
商
人
と
取
引
を
す
る
ほ
ど
に
効
率
的
で
合
理
的
な
運
営
が
可
能
に
な
る
。
山
崎
広
瀬
の
大
文
字
屋
は
淀
川
水
系
に
取
引
網
を
持
っ

て
い
る
。
堺
の
備
中
屋
は
、
納
屋
衆
の
前
身
に
当
た
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
大
文
字
屋
の
取
引
相
手
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
東

国
・
北
陸
と
の
取
引
で
活
躍
す
る
割
符
屋
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
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割
符
の
使
用
が
確
認
で
き
る
史
料
は
｝
四
・
一
五
世
紀
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
価
値
基
準
が
現
物
貨
幣
か
銭
貨
か
と
い
う
違
い
も
重
要
で

あ
る
が
、
信
用
取
引
の
継
続
的
な
進
展
を
重
視
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
信
用
取
引
の
手
段
は
、
返
抄
・
下
文
か
ら
割
符
を
経
て
近
世
の
手

形
へ
と
形
を
変
え
な
が
ら
も
継
続
し
深
化
し
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。
換
雷
す
れ
ば
、
割
符
屋
を
営
む
人
々
と
彼
ら
の
経
営
手
法
は
、
平
安
時

代
の
納
所
か
ら
問
丸
・
借
上
・
替
銭
を
経
て
生
ま
れ
、
近
世
の
初
期
豪
商
へ
と
続
く
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
｝
五
世
紀
か
ら
前
後
の
時
代
を
見
通
し
た
時
、
そ
こ
か
ら
逆
に
こ
の
時
期
を
照
射
し
た
時
、
ど
の
よ
う
な
光
景
が
浮
か
び
上
が
る
だ
ろ

う
か
。

　
①
伊
藤
「
割
符
の
し
く
み
と
為
替
・
流
通
・
金
融
」
前
掲
。
な
お
荘
園
制
の
解
体
　
　
割
符
に
限
定
し
て
考
察
し
た
た
め
、
室
町
期
の
流
通
に
関
す
る
諸
研
究
を
十
分
に

　
　
に
よ
っ
て
劇
符
を
運
用
す
る
基
盤
が
失
わ
れ
る
と
し
て
も
、
一
五
世
紀
の
慣
行
が
　
　
　
　
　
検
討
で
き
て
い
な
い
。
こ
の
点
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　
　
一
六
世
紀
に
継
承
さ
れ
た
の
か
否
か
を
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
本
稿
で
は

門
付
記
】
　
校
正
に
際
し
、
品
治
重
忠
「
替
銭
と
割
符
」

　
　
　
て
お
り
、
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

（『

@
学
会
雑
誌
』
四
六
－
一
、
二
〇
〇
五
年
）
に
気
付
い
た
。
中
世
の
替
銭
・
割
符
を
幅
広
く
検
討
し

（
甲
南
大
学
文
学
部
歴
史
文
化
学
科
教
授
）

日本中世の手形（佐藤）
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　　　　Medieval　Japanese　Promissory　Notes：

Regarding　the　Sai　u　of　the　Niimi－no－sh6　Estate

by

SATO　Yasuhiro

　　When　local　estates（駒δ伽荘園）sent　money　to　landlords（ησ3肋領主）in

Ky6to　during　the　14th　and　15th　century　in　Japan，　a　variety　of　promissory

notes　or　bills　of　exchange，　called　a　sα肋割符，was　used．　There　are　few

primary　sources　dealing　with　the　sazfu，　but　in　documents　which　have　ended

up　iB　T6ji－Temple　we　can　find　some　manuscript　copies　of　15th－century　sazfu

sent　from　the　Niimi－no－sh6　estate　in　the　province　of　Bitcha　to　T5ji　in　Kyoto

and　letters　and　records　written　by　those　who　dealt　with　them．　Many

scholars　have　examined　these　documents，　and　in　their　arguments　they　have

reached　the　following　consensus．

　　First，　ehe　sazifu　were　used　by　merchants　in　the　capital　area　to　obtain

money　in　local　areas．　The　merchaRts　received　money　iR　exchange　for　the

sazfu　aRd　purchased　goods　in　local　areas　to　seRd　and　sell　in　the　capital　area．

　　Second，　the　sai　z｛，　which　was　exchanged　for　money，　and　the　goods，　which

were　bought　with　the　money，　had　a　one－to－one　correspondence．　So　when　the

satlfu　was　cashed，　the　proceeds　of　those　goods　were　allotted．

　　Third，　because　sai　u　and　goods　were　exchanged　on　a　one－to－one　basis，　to

make　that　equivalence　evident，　tally　impressions　and　individual　stamps，

known　as　wari　’in　＃1印and　fuche符丁，　were　recorded　on　the　3α顔．

　　As　a　result　of　detailed　examination　of　the　sazfu　of　Niimi－no－sh6，　1　clarify　in

this　paper　that　the　first　point　is　sound　but　the　second　cannot　be　applied　to

all　sazfu　and　thus　the　third　point　is　unsustainab｝e．

　　First，　a　sazfu　was　written　on　a　smail　piece　of　paper　that　contaiRed　the

amount　of　money　and　the　date　of　iss疑e　over　which　a　stamp（ill印）or　a　kind

of　signature（han判）were　imprinted．　Because　these　stamps　and　signatures

were　considered　tally　impressions　and　individual　stamps　in　previous　scholar－

ship，　it　was　hypothesized　that　sazifu　and　goods　had　a　one－to－one　correspond－

ence，　aRd　the　use　of　the　sa2fu　was　exp｝ained　as　a　complex　process．　However，

this　argurnent　is　unsustainable．　Compared　with　the　similar　stamps　and
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signatures　which　are　seen　in　the　llth　century　receipts　cal｝ed加π3勿返抄，

those　of　saiju　were　not　taily　impressions　and　individual　stamps　but　imprint－

ed　simply　to　attested　the　authenticity　of　sazfu．

　　Next，　the　sazfu　was　used　to　transfer　money　from　the　original　holder　lnto

the　hands　of　a　third　party．　ln　regard　to　the　place　and　function　of　the　people

involved　iR　the　saz：fa　trade，　previous　scholarship　was　confused，　but　this　study

succeeds　in　clearly　explaiRing　the　use　of　the　saz：f7u　based　on　a　correct　reading

of　the　historical　sources．　There　were　two　cases　in　wkich　sazfu　were　employ－

ed　depending　on　the　relatioRship　between　the　possessor　of　the　money　and

the　merchant　who　used　the　sazfu．　The　first　case　was　when　the　possessor　of

the　money　was　a　merchaRt．　The　merchant　would　deposit　money　with　a　toiya

問屋（akind　of　warehousemaB　and　additionally　a　wholesaler）in　the　cap量tal

reg圭on，　receive　aεσ珈from　the　todya，　and　then　in　exchange　for　the　sazfu

obtaiRed　money　to　purchase　goods　locally．　The　second　case　was　when　the

merchant　and　the　possessor　of　the　money　were　not　the　same　person．　A

inerchant　who　was　entrusted　with　money　by　the　owner　who　wanted　to　use

the　funds　would圭ssue　a　3σ吻in　a｝ocality，　and　recelve　money　to　purchase

goods．　The　common　element　in　both　cases圭s　that　in　exchange　for　3α顔the

merchant　received　the　tribute　money（nengersen年貢銭）to　be　sent　to　the

capital　from　estates　in　a　local　areas．　The　managers　of　the　estate　who

received　a　sazfu　would　send　the　sazifu　to　the　land｝ord　（2　ytishu）　in　the　capitaL

The　ryo－sltu　who　received　the　sazfu　exchaRged　it　at　the　tolya　for　money．　ln

the　first　case，　it　would　be　the　toiya　at　which　the　merchant　had　deposited

money，　and　in　the　second　case，　the　merchant　who　issued　the　sazfa　specified

the　toiya　who　held　on　deposit　the　money　of　the　owner．

　　Next，　1　deal　with　the　relationship　between　the　satlfu　and　transport　of　goods．

In　earlier　studies　it　was　not　realized　that　the　manner　of　use　of　a　sazifu　varied

according　to　the　size　of　the　merchants’　operations．　For　that　reason，　the　funds

allotted　for　the　payment　of　a　certain　sazfu　were　uRderstood　as　the　proceeds

of　goods　that　had　been　bought　wlth　the　money　obtalned　in　exchange　for　the

sazfu．　ln　fact，　there　were　some　satfu　whose　use　was　just　as　described　above，

but　this　was　the　case　of　small－scale　merchaRts．　ln　the　case　of　large－scale

merckants，　the　assets　managed　by　the　toiya　were　ailotted　for　the　exckange

of　satfu　regardless　of　the　state　of　the　shipment　or　sale　of　the　goods．　WheR

vlewed　forma｝ly，　the　role　of　the　owner　of　the　money　was　different　in　two

cases．　However，　when　viewed　as　a　practical　matter，　iR　both　cases　these　were

regular　transactions　in　which　the　toiya　stored　and　sold　the　goods　sent　from

local　areas　by　the　merchant，　and　it　was　the　toiya　that　processed　the
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exchange　of　money　for　sai　u　as　part　of　a　transaction．

　　　　　　　　　　　　　Fishing　by　the　Medieval　Katata　Estate，

as　Seen　from　the　Standpoint　of　Lake　Biwa’s　Natural　Environrnent

by
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　　Katata　estate　in　the　province　of　Omi　is　well　known　as　having　been　a

mikuriya，　a　specially　designated　estate　to　provide　resources，　of　Kamo　Shrine，

but　there　has　been　debate　about　how　to　assess　its　fishing　ln　the　early　medie－

val　period．　ln　previous　scholarship　there　were　some　who　took　the　position

that　saw　it　as　a　community　wkh　special　privileges　to　fish　freely　in　Lake

Biwa，　but　an　opposing　view　held　that　such　prlvileges　had　not　been　estabiish－

ed　in　the　early　medieval　period　and　that　the　Katata　fishermen　constituted

instead　a　rather　weak　group．　GiveR　the　limited　number　of　historlcal　sources，

in　order　to　understand　the　reality　of　fishing　during　the　medieval　period，　we

must　deepen　our　interpretation　of　written　sources　in　light　of　natural　condi－

tioRs．　RegardiRg　the　natural　conditions　of　Lalie　Biwa　in　particular，　there　is

one　aspect　unlike　those　of　any　other　body　of　water　in　Japan：　because　it　is　an

ancient　lake　with　a　history　of　over　4　million　years，　there　are　eRdemic　species

that　evolved　uniquely　there　aRd　that　were　important　objects　of　fishing．　ln

addition，　as　it　has　a　depth　that　reaches　100　meters　as　a　resu｝t　of　it　having

been　created　by　several　geological　faults，　the　various　features　of　the　lake

bottom　became　importaRt　locations　for　endemic　livelihoods．　Having

considered　the　geological　features　of　Lake　Biwa　and　the　ecological　behavior

of　varieties　fish　iRhabiting　the　lake　in　this　fashion，　1　attempt　in　this　paper　to

reproduce　the　technological　stages　of　fishiRg　in　each　age　and　make　clear　the

position　of　Katata　estate　in　terms　of　medieval　fishing．

　　In　this　paper　1　use　the　fishing　disputes　between　medieval　Katata　and　the

estates　of　Otowa　and　Sugaura　as　objects　of　analysis，　and　reproduce　the

fishing　technology　possessed　the　Katata　fishermen　from　the　types　of　fish

caught　and　the　fishing　season．　As　a　result，　1　realized　the　key　to　understand－

ing　the　fishing　at　Katata　in　medieval　times　was　the　fishing　technology　that
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